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介護職員等によるたんの吸引等の実施について法的措置を講じる場合の主な論点の整漣メモ（案）  

主な論点と検討会における委員のご意見  論点の整理こ、たたき台）  

1㈲＼て  
（1）介護職員等が実施できる行為の範囲  

● 介護職員ができる行為とできない行為の明確化が必要こ  

● たんの吸引といっても介護職員ができる範囲とできない範囲の明確化が必要。特別支援学校   

の場合、たんの吸引は咽頭手前と鼻腔内に限っている＝  

● 当面は、吸引、経菅栄養を優先すべきとしても、将来的には自己導環の絹助等についても検   

討すべき。  

● 吸引（咽頭より手前のもの）、経菅栄養し留置されている管からの注入及び見守りこただし、経   

管の先端位置の聴診器により確認は除く＝ノ、、自己導尿の補助とすべき二  

● これまでの措置の取扱は、どうなるのか。現在可能なことがかえってできないことにならないよ   

う配慮すべき。  

● ターミナルケアのように状態が不安定な場合や人工呼吸器装着の場合の吸引等は、別途の   
議論が必要。  

○ まずは、これまで運用により許容されて   

いた範囲を基本として認めることが適当で   

はないか＝  

吸引‘口腔内、鼻腔内、気管カニューレ   

内部1   

t 経菅栄養（胃ろう、腸ろう、経鼻）  

○ 個人や施設等においてニーズの違いが   

あることをどのように考えるか＝  

○ 医療職と介護職等の役書り分担・連携を   

どのように考えるかこ  

○ その他、規制緩和要望のある行為（導   

尿の補助等、二について、どのように考える   

か 

（21実施可能である介護職員等の範塑  

● しっかりとした研修を行うとともに、地位の向上につながり、報酬で評価されることが必要こ介   

護福祉士の養成のあり方とも連携して議論すべきこ  

● 介護職員の人材確保が課題であることを踏まえ、研修を受けた者ができるという形にして、評   

価を行っていくことも必要。介護福祉士がひとつのコアになる二  

● 介護職員に無理に医行為を求めることにならないようにすべきこ  

● 医行為ができるかどうかと、介護職員の専門性やキャリアアッフとは違うのではないか二  

● 専門介護福祉士という議論もあるようだが、慎重な議論が必要 

○ 一定の研修を修了した介護職員等が実   

施できることとしてはどうかニ  

○ 介護福祉士との関係（医行為の実施条   

件等：をどのように考えるか、十分な議論   

が必要でないかこ 

○ 医行為の実施を介護職員に無理に求め   

ることがないよう配慮すべきではないか。  

○ 介護の専門性とキャリアアップ、言平価等   

との関係をどのように考えるか。   

ー1－  



主な論点と検討会における委員のご意見   論点の整理（たたき台）  

● 特別養護老人ホームについても、現在の実質的違法性阻却論には無理があるのではない ○ 一定のニーズはあるが、看護職員だけ   

か。  

● 障害者支援施設等においても、一定のニーズがあり、対象としていただきたい二  

● 在宅でも常時の医療ニーズがあり、介護職員による一定の医行為の実施を認めていただきた   

い‥、  

● 障害児の通所・通園における医療的ケアの充実も課題である。  

では十分なケアができない施設等として、   

介護施設（特別養護老人ホーム、老人保   

健施設、グループホーム、有料老人ホー   

ム）を対象としてはどうか。  

○ あわせて、障害者支援施設等も対象と   

してはどうかこ  

○ 在宅でのニーズにも対応する必要があ   

ると考えるが、どうか。  

○ 特別支援学校についてどのように考える   

か。  

≡○ 障害児（者）の通所についてのニーズを   

どのように考えるか。  

○ いずれの場合についても、医療職と介   

護職等の適切な連携・協働が必要ではな   

いか。また、適切な連携が行える施設・事   

業所等に限定すべきではないか。   
（参考）  

○規制・制度改革に係る対処方針（平成22年6月18日間議決定）  

医行為の範囲の明確化（介護職による疲の吸引、胃ろう処置の解禁等）  

医療安全が確保されるような一定条件下で特別養護老人ホームの介護職員に実施  

が許容された医行為を、広く介護施設等において、一定の知識・技術を習得した介護  

職員に解禁する方向で検討する。また、介護職員が実施可能な行為の拡大についても  

併せて検討する。（平成22年度中検討・結論。結論を得次第措置）   

○障害者制度改革の基本的方向と今後の進め方（平成22年6月29日間議決定〉  

・たん吸引や経菅栄養等の日常における医療的ケアについて、介助者等による実施がで  

きるようにする方向で検討し、平成22  年度内にその結論を得る＝  
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主な論点と検討会における委員のご意見  論点の整理（たたき台）  

2 安全確保措置について  

リ）E引酢看護職員と介護職員等との連携体制の確保等の要件について   

● 医療職が協働してケアをきちんと行うことで、質や信幸貞性が向上する＝鞍育・研修のみなら－○  

ず、継続的な安全対策を考えるべき＝保健所のあり方など行政の役割ということについても議論   

現行の運用による対応も踏まえ、下記  

のような要件を設定することについて、ど  

のように考えるか。  

・本人・家族の同意  

していくべき。  

●利用者・家族への説明と同意、具体的な実施方法を含めた医師の指示、助言実施内容、範   

囲の明確化）、研修とマニュアルの整備、緊急時の対応を含めた近隣医療機関との連携t協力   

体制の確立（バックアップ体制∴その他施設内委員会の設置等安全管理イ本制の構築を検討す   

べき。  

● 特別支援学校の教員は十分な研修を実施しているが、安全のためには研修だけではなく、繁一   

急時の対応を含めた近隣医療機関との連携・協力や、学校内に委員会を設置する等、安全管   

理体制の構築が必要。  

・医療職との適切な役割分担・連携・協   

働  

・関係者による連携体制の整備   

t マニュアル・記録の整備  

・緊急時対応の手順、訓練の実施等  

○ 医療職との適切な連携t協働の具体的   

あり方について、どのように考えるか。  

○ 在宅と施設では、連携のあり方等が異   

なることについて、どのように考えるか。  

○ 一定の要件を定めた場合について、施   

設や研修等の監督のあり方について、ど   

のように考えるか。   

● 救急救命士についても、法律ができたことにより合法となったもの二研修のみならず、法制度   

全体としてどう位置づけるかを検討すべき。  

● 在宅では、通知の要件をあまり遵守されていない実態があるのではないか二在宅サービスの   

あり方や、チームによるケアのあり方を総合的に言義諭すべき。  

● 特定の対象者についての実施を原則とし、医師、看護師の指導を受けること、保護者等の同   

意を得ることを条件とすべき。  

● ただ一律に解禁ということではなく、安全確保のためのプロセスを経た上で言年容していくことが   

必要。それが、利用者の安全のみならず、介護職員を守ることにもなる  

● ホームヘルハーの現状からみて、不安があるニリスクヘの慎重な対処が必要二特に、在宅で   

どのような体制がとれるかどうか慎重な議論が必要＝  

● 研修とあわせて、システムとしてどのように対応するかも大事。医師との連携も必要ニ  

● どのような研修が必要かが議論のポイントであり、その他はあまり議論は要しないのではない   

か。ただし、悪意があるような場合は、責任を問うことが必要：  

● 児童等の状況は、成長によっても変わっていくこ医療職との協働などにより、状況の変化に応   

じた対応が必要である＝   

J  



主な論点と検討会における委員のご意見  論点の整理（たたき台）  

（2）教育■研修の在り方lこついて  

● 研修とマニュアルの整備が必要。  

● 現行の介護福祉士の教育力リキュラムは、医行為を行う上では十分でないこ  

● 在宅での実施を前提にするのであれば、施設と同様の連携体制は採りにくく、教育などの条   

件を整えることが必要。  

● 特養のモデル事業のように、12～14時間の研修だけで認めるというのは適当とは言えな   

い。  

● 介護職員が行う場合のたんの吸引等の研修については、一定の座字、実習を経た後、医療   

○ 現行の介護職員等の教育・研修では十   

分ではなく、一定の研修等を行った者に限   

り認めるべきではないか。  

○ 介護福祉士であっても、所要の追加的   

教育プログラムが必要ではないか。  

○ 知識・技術の修得には個人差があること   

も考慮しつつ、研修効果の評価を行うこと   

とすべきではないか。  

○ 個々人の状態に対応できる研修その他   

の対応が必要ではないか。  

○ 状態像は変化し得ることにも十 

すべきではないか。   

職の指導の下、介護現場で時間をかけて利用者ごとに習熟するまで行うという方法が適当では  
ないか。   

利用者の個別性を踏まえた対応ができるようにすべき。  ●
 
 ● 研修といっても、技術の習得には個人差があることを考慮すべき。  

● ホームヘルパーにも賛否両論あるが、法整備を行い、明確化することが必要。研修の整備を  

前提に議論すべき。一回修了すればよいというものではなく、ひとりひとりに対応できるように研 ○ これまでの運用における実績等につい   
修を継続すべき。  一 ても考慮することが適当ではないか。  

● 不足状態にあるヘルパーの実情を踏まえて、重度障害者の介護を行うヘルパーの増員や定 

着を抑制するような資格要件の設置や長期間の研修等の義務づけは行うべきでない。  

一1－   



主な論点と検討会における委員のご意見  論点の整理㌧：たたき台）  

醒達するその他のご意見、議論の前提等について  3  

● 窒息のおそれが指摘されることが多いが、吸引のリスクはそれほど高いものではなく、低酸   

素、有害反射、出血が主なものであって、いずれも、生命に直結するものでないことを正しく認識   
すべき。  

● 医行為の範囲について、明確化が必要。 ● 医行為の範囲は、技術の進歩等に応じて変わり得るものである＝  
● いかにして必要な人に、必要な医療サービスを届けるかという観点に立って横言寸すべき＿  

●リスクがあるから研修をさせるという議論ばかりではなく、リスクが低い行為は、医行為からは   

ずすということも検討すべき。  

● 特養のモデル事業でもヒヤリハット等の事例がある＝安全なケアをどう提供するかを考える必   

要があり、慎重な議論が必要。在宅サービスのあり方についても議論が必要二  

● 医行為が必要なら、それが可能な医療機関等に入隊入所させるきちんとしたケアフランが必   

要。  

● 法的不安定を解消することが必要。医行為かそうでないかだけでなく、一定の要件の下で、医   

療職でないものも実施できるというカテゴリーもあってよいのではないか二  

● 医行為かそうでないかだけではなく、医療的要素も含む生活支援行為という考え方もある▼  

● 医師法17条の規定は、いわゆる偽医者に対する警察的規制であって、抽象的な危険を含む   

ものであり、このことを今変更する必要はないと考える＝  

● 医行為そのものの取扱を変更するという根本論は、当検討会では扱えない。現行の取扱を前   

提に、いかに安全に、必要な方に医療介護サービスを届けるかという観点、介護職員の安心を   

確保するかという観点、そのための研修のあり方、法整備のあり方をご謹言計いただきたい。  
● これ以上待っていられない。一歩でも前進すべき  

●「たんの吸引」「経菅栄養」等の技術研修会に対する助成、24時間体制の訪問診療と   

訪問看護の基盤整備の推進が必要。  

● 障害当事者宅での定期的カンファレンス等の言平価、保健師や訪問看護師が家族やヘルハ一   

等を指導できるようなサービスが必要二  

● 介護職員等のたんの吸引等の行為は、業務として評価されるよう、加算措置が必要二  

○ 医行為の基本的考え方は、現行の取扱   

を前提に、より安全により広く適切なケアを   
提供するとの観点から議論してはどうか。  

○ 在宅や施設サービス、報酬等のあり方   

については、所管の審議会等での議論が   
必要であるが、当検討会としても、あわせ   

て議論を行い、必要に応じ、提言していくこ   

ととしてはどうかご   

‾・）‾  



主な論点と検討会における委員のご意見  論点の整理（たたき台）  

（参考）医師法第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。   

「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体  

に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為（医行為ノノを反復継続する意思をもって行  

うことであると解している。（平成17年7月26日付け厚生労働省医政局長通知）  

4 試行事業のあり方について  
○ 制度のあり方に関する議論の状況を踏   

まえつつ、まず、一定の範囲で試行事業を   

行うこととし、その結果を踏まえ、更に議論   

を行うこととしてはどうか。  

○ 試行事業を行う場合は、「実質的違法性   

阻却論」の考え方に沿って行うこととなるた   

め、これまでの議論や通知等を踏まえ、以   

下のような要件設定が適当ではないか。  

・本人・家族の同意   

■ 医療職との適切な役割分担・連携t協   

働  

・関係者による連携体制の整備  

・マニュアル・記録の整備  

・緊急時対応の手順、訓練の実施等  

○ あわせて、介護職員等に必要な研修を   

行うことを要件とするが、その研修内容に   

ついて、どのように考えるか。   
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論点整理メモ（再掲）  

1 対象とする範囲lこついて  

（1）介護職員等が実施できる行為の範囲   

○ まずは、これまで運用により許容されていた範囲を基本として認めることが  

適当ではないか。  

吸引（口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部）  

経菅栄養（胃ろう、腸ろう、経鼻）   

○ 個人や施設等においてニーズの違いがあることをどのように考えるか。   

○ 医療職と介護職等の役割分担・連携をどのように考えるか。   

○ その他、規制緩和要望のある行為（導尿の補助等）について、どのように考  

えるか。  

（2）実施可能である介護職員等の範囲  

○ 一定の研修を修了した介護職員等が実施できることとしてはどうか。  

○ 介護福祉士との関係（医行為の実施条件等）をどのように考えるか、十分な  
議論が必要でないか。  

○ 医行為の実施を介護職員に無理に求めることがないよう配慮すべきではな  

いか。  

○ 介護の専門性とキャリアアップ、評価等との関係をどのように考えるか。   

（3）実施可能である場所の範囲  

○ 一定のニーズはあるが、看護職員だけでは十分なケアができない施設等とし   

て、介護施設（特別養護老人ホーム、老人保健施設、グループホーム、有料  

老人ホーム）を対象としてはどうか。  

○ あわせて、障害者支援施設等も対象としてはどうか。  

○ 在宅でのニーズにも対応する必要があると考えるが、どうか。  

○ 特別支援学校についてどのように考えるか。  

○ 障害児（者）の通所についてのニーズをどのように考えるか。  

○ いずれの場合についても、医療職と介護職等の適切な連携・協働が必要では   

ないか。また、適切な連携が行える施設・事業所等に限定すべきではないか。  

2 安全確保措置について  

（1）鰍看護職員と介護職員等との連携体制の確保等の要件について   

○ 現行の運用による対応も踏まえ、下記のような要件を設定することについ  

て、どのように考えるか。  

・ 本人・家族の同意  

・医療職との適切な役割分担・連携・協働  

・ 関係者による連携体制の整備  

・ マニュアル・記録の整備  

・ 緊急時対応の手順、訓練の実施等  

－1－   



○ 医療職との適切な連携・協働の具体的あり方について、どのように考えるか。  

○ 在宅と施設では、連携のあり方等が異なることについて、どのように考える   

か。  

○ 一定の要件を定めた場合について、施設や研修等の監督のあり方について、   

どのように考えるか。  

（2）教育・研修の在り：引こついて  

○ 現行の介護職員等の教育・研修では十分ではなく、一定の研修等を行った者   

に限り認めるべきではないか。  

○ 介護福祉士であっても、所要の追加的教育プログラムが必要ではないか。  

○ 知識■技術の修得には個人差があることも考慮しつつ、研修効果の評価を行   

うこととすべきではないか。  

○ 個々人の状態に対応セきる研修その他の対応が必要ではないか。  

○ 状態像は変化し得ることにも十分留意すべきではないか。  

○ これまでの運用における実績等についても考慮することが適当ではないか。  

3  議論の前提等Iこついて   

○ 医行為の基本的考え方は、現行の取扱を前提に、より安全により広く適切な  

ケアを提供するとの観点から議論してはどうか。   

○ 在宅や施設サービス、報酬等のあり方については、所管の審議会等での議論  
が必要であるが、当検討会としても、あわせて議論を行い、必要に応じ、提  

言していくこととしてはどうか。  

4  試行事業について  

○ 制度のあり方に関する議論の状況を踏まえつつ、まず、一定の範囲で試行事   

業を行うこととし、その結果を踏まえ、更に議論を行うこととしてはどうか。  

○ 試行事業を行う場合は、「実質的違法性阻却論」の考え方に沿って行うこと   

となるため、これまでの議論や通知等を踏まえ、以下のような要件設定が適   

当ではないか。   

・ 本人・家族の同意  

医療職との適切な役割分担■連携・協働  

関係者による連携体制の整備   

・ マニュアルの整備   

・ 緊急時対応の手順、訓練の実施等  

○ あわせて、介護職員等に必要な研修を行うことを要件とするが、その研修内   

容について、どのように考えるか。  

一2－   



介護療養型医療施設におけるたんの吸引・経菅栄養に対するニーズ   

介護療養型医療施設入所者のうち、18．3％の者はたんの吸引を必要とし、38．3％の者は胃ろう・経  
菅栄責を必要としている。  

入所者全体に対する医療処置別の処置を受けた入所者（延べ人数）の割合  

処置  割合（％）   処置   割合（％）   

点滴   8．9  

喀疲吸引  18．3  

膜胱カテーテル   8．1   

胃ろう 18．5％   
酸素療法   3．0  

胃ろうー  

経菅栄養  
38．3  じょく療の処置（Ⅲ度以上）   2．9  

経菅栄養 19．8％  
ネブライザー   2／7   

痔痛管理   2．1  

服薬  87．2  

気管切開   1．5   

資料出所）厚生労働省「平成19年介護サービス施設・事業所調査」   

■一－■1■●－－－■■ ■■■－■－■－－－ －－－■－ －－－－－・－－ ■－－－一－－■－ 一 一－－－－ －■・－ －－■－一一－－－一一一－－－－一 －－－－－ － －－－－－－ － － －－－・－－・－ －一 －－－ －－－－－－一－ － － 一一■－■■・一 一－ ■■ －■ ● ● ■－■■ ■－ －■■－  

；（参考）介護療養型医療施設の数‥2，106   介護療養型医療施設の入所者数：9・5万人  

※いずれも、介護給付真実態調査月報（平成21年5月審査分）より：  
■ ● ■ ● － ■ ■■ － ■ － － － ■－ ■■一 － ■■■ － －－ － ■－ － t－ － ■■－■ － －■一 一一 一－ －－ ■－ － －一 一－ 一 一■● ■－ － － t－ －－ － － 一 一－ ■－ － ■ ■■● － ■■■ ■ － ■－■■ ■■ ■● －   

l  

】＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  



（参考）  第1回検討会提出資料抜粋  

特別養護老人ホームにおけるたんの吸引・経菅栄養に対するニーズ   
特別養護老人ホーム入所者のうら、5．3％はたんの吸引を必要とし、9．9％は胃ろう・経鼻経菅栄蓑  
を必要としていると考えられる。  

特別養護老人ホーム在所者の施設内での処置の実施率（2，946施設中）  回答のあった2946施設中  

入所者全体に対する医療処置別の処置を受けた入所者（延べ人数）の割合  N＝200，644（人数）  

処置  割合（％）   処置   割合（％）   

咽頭手前までの  創傷処置   4．6  

口腔内★4．4％  

浣腸   3．7  

吸引  鼻腔★2．6％  5．3  
摘便   3．7  

咽頭より奥又は気  

切★1．6％  じょく癒の処置（Ⅰ度・Ⅱ度）   2．7   

胃ろうによる栄養  
膜胱（留置）カテーテルの管理   2．7  

胃ろう・経鼻経管．  
栄養  

9．9  
経鼻経菅栄養  
2．2％  

インスリン注射   1，3   

服薬管理（麻薬の管理を除く）  74．6   療病管理（麻薬の使用なし）   1．1   

一1  

※この表は入所者全体に対して実施された入所者の割合が1％以上の医療的ケアを抜粋   

★：吸引の実施部位間での重複がある  

資料出所）（株）三菱総合研究所「特別養護老人ホーム利用者の医療ニーズヘの対応のあり方に関する調査研究」  
●■ ■ ■ ■一 － ■ ■－ ■■l■－ － ■■■－ － － － －－－ － 一－■ ■－ － － 一 一 － －－ 一一■ － － －・－ ■－ －－－■－ － － － － － － － ●－ － － ■■－ － － － － － －一 － － － － －－－ 一 一 ■－ －－ － － － ■－ － － － － － － － ■－ － ■● － ● ● － ● －■ － ■ － － ■1－■ －i■ ■■ ■ ■ － － － － ■■ ■ ■  

；（参考）特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）の数：6T167   特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）の入所者数：43・6万人  
l  ※ いずれも、介護給付真実態調査月報（平成22年4月審査分）より －  
l－－－－－一一－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿l   

：二j  



第1回検討会提出資料抜粋  （参考）  

介護老人保健施設におけるたんの吸引・経菅栄養に対するニーズ   

介護老人保健施設入所者のうら、3．0％はたんの吸引を必要とし、6．8％は胃ろう・経菅栄責を必要  
としていると考えられる。  

入所者全体に対する医療処置別の処置を受けた入所者（延べ人数）の割合  N＝285，265（人数）  

処置  割合（％）   処置   割合（％）   

点滴   3．3  

曝痍吸引  3．0  

痺痛管理   2．7   

胃ろう4．0％  膜胱カテーテル   2．5  

胃ろうー経菅栄養  6．8  

経菅栄養2．8％  じょく癒の処置（Ⅲ度以上）   1．0   

服薬  82．7   酸素療法   
0．8  

※この表は入所者全体に対して実施された入所者の割合が1％以上の医療的ケアを抜粋（「その他」は除く）  

資料出所）厚生労働省「平成19年介護サービス施設・事業所調査」  

－■■－－■■一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－■■－－－■－一  

；（参考）介護老人保健施設の数‥3′671  介護老人保健施設の入所者数‥32．9万人  
■‾●‾‾■‾ ■‾ ■‾ ‾■‾一‾－‾ 

l  

l  

－  

※いずれも、介護給付真実態調査月報（平成22年4月審査分）より； L－－－…－－－－－－－－－－－－－－－－－－－＝－－－－－－－－－－－－－－－－…－－－－－－－一－－－t－－－－－－－－－－－…＝－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  
3   



第1回検討会提出資料抜粋  （参考）  

居宅サービス（要介護高齢者等）におけるたんの吸引・経菅栄養に対するニーズ   

居宅サービス利用者である要介護高齢者等のうち、2．9％はたんの吸引を、3．6％は経菅栄養を必要  
としていると考えられる。  

N＝ 

全体に対する医療処置別の処置を受けた利用者（延べ人数）の割合  った介護支援専門員456  
名が担当する利用者の数）  

処置  割合（％）   処置   割合（％）   

口腔内 ★2．5％   酸素療法   2．1  

吸引  
鼻★1．3％  2．9  じょく療処置（Ⅰ・Ⅱ度）   2．0  

咽頭以降気管切開  

★0．9％  
インシュリン   2．0   

胃・腸・食道ろう  

3．2％  
創傷処置   1．2  

経菅栄養  ●●●●■‖■■■●■●t＝＝■■■●■■■●▼●■■■▼＝＝＝…＝t●■＝●●▲＝■■●＝■■■●●●  3．6  

経鼻 0．4％  人工月工門   1．2   

膜胱留置カテーテル  2．4   点滴   1．1   

※この表は居宅サービス利用者全体に対して実施された居宅サービス利用者の割合が1％以上の医療的ケアを抜粋（「その他」は除く）  

※この調査では、「服薬管理」が医療処置の選択肢として提示されてはいない。   

★：吸引の実施部位間での重複があり得る。  

資料出所）平成20・21年度厚生労働科学研究費補助金「医療依存度の高い在宅療養者に対する医療的ケアの実態調査および安全性確保に向けた支援関係職種間の効  

果的な連携の推進に関する検討」（主任研究者川村佐和子）  
l‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾－－－■－●■－－－●●一－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一一一－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－1  

：（参考）居宅サービスの利用者数：216．0万人  介護予防居宅サービス‥82．5万人  

※介護給付妻実態調査月報（平成22年4月審査分）より：  
」－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－＿＿－＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿● ■   



（参考）  第1回検討会提出資料抜粋   

有料老人ホームにおけるたんの吸引・経菅栄養に対するニーズ  
○ 吸引が必要な善が5人以上入居している有料老人ホームは全体の6．6％、胃ろうのケアが必要な者が5人以上入居   
している有料老人ホームは全体の6．8％となっている。  

○ 有料老人ホーム1カ所当たりの平均人数で見ると、吸引が必要な者は1．7人、胃ろうのケアが必要な者は2．0人、   
胃ろう以外の経菅栄薫のケアが必要な者は0．4人となっている。  

平均人数  

0リー   1ロ 20・ 40 う0√Jり   5ロ」 フロニノ   80】÷ 90 100・‥′J（人／ホーム）  

1．7人  

2．0人  
胃ろうのケア  

＝ふ、i汀．主凱品‥．ト． 】   0．4人  胃ろう以外の経菅栄養のケア  

0．8  0．8 2．2  

0．8  

日5人以上 i4人 J3人 口2人 Jl人 盛なし ふ無回答   

調査期間：平成19年9月～10月  

調査対象：（社）全国有料老人ホーム協会または特定施設事業者連絡協議会の会員事業者997施設  
回 収数： 589鯨語（回収室59．1％）   

（出典）平成19年度老人保健事業推進責等補助金（老人保健健康増進等事業分）特定施設における医療サービス等の確保のあり方に関する調査研究報告書  

l ；（参考）有料老人ホームの施設数＝2．846施設 定員数‥155．612人（平成19年7月1日現在・厚生労働省調べ）  
L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

5   



第1回検討会提出資料抜粋  （参考）  

認知症グループホームにおけるたんの吸引・経菅栄養に対するニーズ   

認知症グループホーム利用者のうら、0．5％の者はたんの吸引を必要とし、0．6％の者は胃ろう・経  
菅栄養を必要としていると考えられる。  

全体に対する医療処置別の処置を受けた利用者（延べ人数）の割合  N＝7，020（人）  

処置   割合（％）   処置   割合（％）   

療の吸引   0．5   じょく療の処置   1．5   

胃ろう・経菅栄養   0．6   インシュリン注射   0．9   

カロリー・塩分等の制限食   4．8   尿道カテーテル   0．6   

※この表は入所者全体に対して実施された入所者の割合が0．5％以上の医療的ケアを抜粋（「その他」は除く）  

※この調査では、「服薬管理」が医療処置の選択肢として提示されてはいない。  

資料出所）特定非営利活動法人全国認知症グループホーム協会「認知症グループホームの実態調査事業報告書（平成20年度）」   

●■■－－－■－－－●－■■■－●－－－－一－●－－一－－－－一一－●－－－－－■－－－－－－－■－－■－－－－ －■一－－－－－●－－一－－一－■－－ －－ －■－－－ － ■ －■－●■■－－■ 一■■■－●－  

（参考）認知症グループホーム（認知症対応型共同生活介護）の数：10′041  

認知症グループホーム（認知症対応型共同生活介護）の利用者数：14．5万人  

－●－■■－●－－－－－－－一－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－一－－一－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－t－－－－－－■  

※ いずれも、介護給付費実態調査月報（平成22年4月審査分）より  ■－－－－－■－－●●■－－→－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－t－－－－－－－－－－－一－－－－－－－一－－－－－－－－一一－－－－－一一－■－－－－－－－－－－■■■－－－－■●■一  6   l＿  



（参考）  第1回検討会提出資料抜粋   

障害者支援施設等入所施設におけるたんの吸引・経菅栄養に対するニーズ   

障害者支援施設等入所施設入所者のうら、0．6％～1．1％はたんの吸引を、2．1％は経菅栄養を必  
要としていると考えられる。  

○ 障害者支援施設等入所施設（※）の入所者全体に対する、医療的ケアの必要な入所者数（実人数）の割合（処置の種類別）   
※ 内訳：障害者支援施設（387）、身体障害者更生施設（31）、身体障害者療護施設（190）、身体障害者入所授産施設（46）、知的障害者入所更生施設（433）  

知的障害者入所授産施設（69）、施設種別無回答（18ト：複数種一体運営あり）  
回答のあった1170施設中 N＝85．028（入所者数）  

処置  割合（％）   処置   割合（％）   

咽頭手前までのロ  

腔内   
1．1   服薬管理（麻薬の管理を除く）   43．6  

吸引  鼻腔   0．6   浣腸   4．5  

咽頭より奥または気  

管切開   
0．6   膜胱（留置）カテーテルの管理   2．1   

胃ろうによる栄養管  

理1．8％  摘便   2．0  
胃ろう・経鼻経菅栄  

養  
2．1  

経鼻経菅栄養  

0．3％  
創傷処置   1．7   

※この表は入所者全体に対して実施された入所者の割合が1％以上の医療的ケアを抜粋（たんの吸引・経菅栄養を除く）  

資料出所）三菱UF」リサーチ＆コンサルティング株式会社「障害福祉サービスの質の向上を目指すための調査研究」  
－1－1－－111■l■●■■■－■一▲－－－－■■－－●－－－－■－－－一一一 －－－一一－ －－ －－■－－－ ■－ － －－－－■ 一－ －一一－－一一－■－－－－ －一一■－－■－ －－－－－－●－ － 一一－▼■－－－－■一一■■－■■■ ●－－－ 】 ■  

（参考）障害者支援施設等入所施設の数：2，492 障害者支援施設等入所施設の入所者数‥13．7万人  
‾ 

7   

※いずれも、国保連データ（平成22年2月分）より：  
‾ ■ ●■■ ■ ■ ■■l－■■■ ■■■－■ － ● － ● － ■■■ － ■ － － － － ■ ● 一 一■ ■■ ■．．－ － － －．■ ■■■ ＿ ＿ ＿ ■＿■ ＿．．■＿ 一   

l  

し－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  



第1回検討会提出資料抜粋  （参考）  

特別支援学校医療的ケア実施体制状況調査結果（まとめ）  
（平成21年5月1日現在の状況）  

（3）対象幼児児童生徒数・看護師数等の推移  （1）対象幼児児童生徒数  

医療的ケアが必要な幼児児童生徒数（名）  
区分  

幼稚部  小学部  中学部  高等部英一  合計   

通学生   45  2．551   1，223   1．142  4，961   

訪問教育  
（家庭）   

0   587   276   217   1，080   

訪問教育  
（施設）   

0   173   81   149   403   

訪問教育  
（病院）   

0   258   119   160   537   

合計   45  3，569   1．699   1．668  6，981   

在籍者数  
1．523  34．254  26，081  50．000  111，858   （名）※2  

割合（ゝ）   3．0％   10．4％   6．5％   3．3％   6．2㌔  

対象等  
看護師数（名）  教員数（名）  

在籍校数（校）  幼兄兜妄王珪ヒ（名 

17年度   542   5，824   597   2．769   

18年度   553   5，901   707   2，738   

19年度   553   6，136   853   3，076   

20年度   580   6，623   893   3，442   

21年度   622   6，981   925   3，520   

※1高等部の専攻科は除く。  

※2平成21年度学校基本調査による。  

（2）行為別対象幼児児童生徒数  

医療的ケア項目  計（名）   

●経菅栄善（鼻8空に留置されている管からのと主入）   2，355  
●経菅栄車（胃ろう）   1，979  

栄養  ●経菅栄養（月募ろう）   116  
超菅栄糞（ロ月空ネラトン法）   99  
1VH中ノL、青草印尺栄養   58   
●口何空・鼻巧空内q及引（咽頭より章前まで）   2，872  
口河空・鼻月空内吸引（咽頭より奥の気道）   2，011  
完量鼻咽頭二こアウェイ内巧及引   123  
気管切開部（気管カニューレより）からのり及引   1．813  

呼吸  て気管UJ開封；（ハ衛生管理   ー 1，635  
ネプライサー等によろ薬液（気管支緒呑酢項入 1，577  
経鼻咽頭二Lアウェイノつ装着   153  
再考案噂法   978  
人工P平唄器の†受用   720   

書非泄   主誓尿（介助）   417   
その他  723   
合計（延人数）  17，629   
医療的ケアが必要な幼児児童生毒走数  6．981   

※ ●は教員が行うことを許容されている医療的ケア項目であるロ 出典：平成21年度特別支援学校医療的ケア実施体制状況調査   



河原委員提出資料  

卓巨重臣  
r
 
ト
▲
 
 

t＝I   

配 布（2，997名）  

回 答（1，419名）  

回答率（47．3％）  

配 布（2β97名）  

回 答（1．554名）  

回答率（51．9％）   

このアンケートは、NCCU組合員の就業意識、就業実態を  時給制  

把握し、今後の組合活動に役立てるために2009年3月に  

実施したものです。  
月給制  

※この報告．、Ii（速報版）は、組合員の回答を集計・要約したものです。  



67．4％  32．4％  16．9％  

44．8％   



現在働いている事業所の、主な介護サービスはどれですか  

31．9％  訪問介護   

訪問入浴  

30．6％   

16．4％  12．6％  

2．3％  訪問看護  0．6％  

23．8％   適所介護   

0．3％  適所リハビリテーション  0．2％  

％  福祉用具貸与  2．1％  

特定施設入居者生活介護  
（有料老人ホーム）  

2．1％与丁、ニ‡ 介護老人福祉施設  ＝）．6％   

11．1％  

7．3  

10．9％  16．2％  

1．9％  介護老人保健施設  0．6％   

0．3％  1．6％  

6．0％  
認遥   

2．6％盛 小規模多機能型居宅介護 ■2．3％  

8．7％  

居宅介護支援   機■5．1％  

0・3％   綿住宅   0・1％  

2．0％  その他  1．5％   

0．2％  無回答  0．6％  

10．7％  



主として働いている施設（事業所）の所在地はどこですか  

6．2，i  北海道        9．9 

8．0％   

6．4％  

8．9％  

8．4％  

東北  

北開乗  
（群馬、埼玉、茨蛎【、栃木）  

東京  

南関乗  
（干葉、神奈J】仁山梨）  

東海  
（h争岡、愛知、岐鼠三重）  

北陸  
脹粗棉拝、宵山、石川、新潟）  

近畿  

14．7％  

14．8％  

12．5％  

11．8％  

8．5％  9．7％  

3．7％  4．8％  

18．7％  15．8％  

中国   ご．華  7．7％  

1．7％  2．7％  …
■
叫
 

■
 7．9％  6．0％   

1．4％妄讃   

0．3％  



噂ふ華  ・ ′一 

現在取得している資格（複数可）  

15．1％ 訪問介護員（1級）l■6．3％  

訪問介護員（2級）  

2．4％  介逓驚芋諾研佗  2．3％  

介護福祉士  

51．9％  61．0％  

37．1％   22．7％  

18．8％  介註支援専門員   6．1％  

0，6％ 主任介誼支拭専門員 0．1％  

社会福祉士  1．1％  

石遁師  聯7．3％   

3．3％  准看謹師  5．8％  

0．2％  作業療法士  0．0％  

8．8％  福祉用貝専門相談眉  3．0％   

5．8％巌鎖。＿デ警竺㌍（2晰12．4％  

0．4％  哲理栄義士  0．1％  

1．0％  栄義士  

0．3％  保健師  

11．6％  その他の資格  

4．8％  資格なし  

1．5％  無回答   

1．1％   

0．4％  

11．1％  

l■6．7％  

表 2．1％   

」   桐筈8．。％ 」  



今後取得したいと考えている資格（複数可）  

0．8％喜訪問介護員（1級）■2．1％  

1．1％ 訪問介護員（2級） 1．8％  

1．1％  介設月修  1．3％  

介護福祉士  24．4％   

29．7％．  

34．3％  

17．8％   介護支援専門員  

6．9％  主任介註支援専門員  2．5％  

11．0％  社会福祉士  5．3％  

2．0％蟻  看護師 l▼1．6％  

1．0％  准看註師   0．4％   

1．2％  理学療法士   1．0％   

1．1％   作業療法士  0．6％  

0．8％窃 言語聴学士 lo．5％  

2．3％  福祉用具専闇談員事2．1％  

福祉住阿鼻コーディネーター  
（1釦   

福祉住田鳩コーディネーター  
（2級）  

f  4．1％  

7．7％  

1．3％  

4．6％  

0．5％  哲理栄養士  0．4％  

0．4％   栄義士  0．4％  

0．4％  保健師  0．2％  

4．4％■ その他の資格．坤3．9％  

27．1％  ；31．7％  考えていない  

6．5％職級  無回答  7．7％  

その資格を取得するために、何か支障がありますか（複数可）  

23．7％  受講・受験料が高い  

受講・受♯日数が  
少ない   

受講・受験場所が  
遠い  

資格要件を   
満たしていない   

勉強するための  
時間がない  

内容が難しい  

｝一ニ1・7．2％  

8．0％  

23．3％  25．5％  

44．9％  32．4％   

20．4％  20．1％  

4．7％  その他  4．3％  

無回苔  －■■■■■■l■■14．1％  11．0％  



31．6％  67：4％   

29．3％  82．2％   

」  

61．6％   78．7％  17．6％  

」  



80．6％  

48．6％   



上で「はい」と害えた方へその仕事を辞めた主な理由（3つ以内）  

24．5％脚  

9．6％  

10．0％  

12．4％  

5．4％  

9．8％  

17．5％  

19．1％  賃金が低い  

残業が多い  

休日が取れない  

仕事塑が多すぎる   

希望する仕事塑がない   

仕事の内容があわない  

職場の人間閲係（上司との関係）  

職場の人間関係（同僚との関係）  

8．1％  

8．7％  

12．3％  

長，．難題産離  7．8％  

9．7％  

12．9％  

9．7％  

0．8％  職場の人間関係（部下との関係）誓1．0％  

0．8％  眺の人間関係（利用者との関係） 0．6％  

0．4％ 雛の人関係（棚番の棚との関酎 0．3％  

10．6％ 健康上の理由  

4．4％  子育て  

2．0％  介護  

4．0％  教計研修制麿への不満  

その他  

1．8％  無回答  

11．3％  

＋8．1％  

1．6％  

2．6％  

l■2．3％   

36．9％  33．3％  

現在の事業所に就職した主な理由（3つ以内）   

12．4％≡：＝：＝＝  

6．7％  

0．6％  

5．0％   

12．8％  

4．6％  

1．3％1」  

2．4％  

4．4％  

2．5％  

16．3％ 

17．1％   

＋9．4％  将来的に安定している   

やりたい職種・仕事内容  

賃金が前の事業所より良い  

仕事塑が少ない  

休日が取れる  

友人・知人の紹介  

人問関係が良さそう  

評判が良い  

福利厚生が充実している  

教育・研修制度が充実している  

労働組合がある  

その他  

無回答  

48．1％  44．0％   

4．7％  

1．1％  

磯■10．2％  

14．9％  

8．5％  

11．9％  

璃2．8％   

3．3％  

1．6％  

■15．6％  

■18．1％  



上で「ある」と害えた方へそれは何ですか（3つ以内）  

9．8％臓 雇用が不安定である ∵18．6％  

62．7％  賃金が安い  

労働時間が長い  

仕事塁が多い   

0．8％  仕事量が少ない  

有給休暇が取れない  

53．8％   

20．2％  9．3％   

36．2％  18．8％  

4．1∩も  

5．7％  16．3％   

利用者に適切なサービスが  
できているか不安がある  

8・8％鴎り蒜蒜欝宗諾、■■11．3％  

利用者やその家族との  
1・7％ 人間関係がうまくいかない …1・2％  

1・6％ 仕認諾祭讐監、 1．0％  

5・5％  
夜勤るか   

5．0％  

6．2％廣 仕事中の介護事故が怖い ■■14．1％  

4・8％   教育・研修制度がない ■7．0％  

24．0％  27．8％  

5．7％  やりがいがない  3．7％  

17．5％  19．1％  その他   

1．4％  無回答  1．3％  



現在の仕事をいつまで続けたいですか  

①   定年まで働きたい  

②  結婚するまで続けたい  3．5％  

③子供が産まれるまで続けたい  3．6％  

④すぐに辞めて、他の介護関連の会社へ移りたい  2．0％  

⑤すぐに辞めて、介遷関連以外の仕事がしたい 1．8％  

⑥将来は削）て、他の介護関連の会社に掛〕たい  

⑦将来は辞めて、介連関連以外の仕事がしたい  

5．5％  

4．6％  

3．4％  

2．8％   

16．4％  

13．4％  

20．0％壌稟議転賢窺誓憲澄渡遠票嚢  

2．4％  

14．9％  

10．6％  

26．2％  ⑧  その他  

無回答  晶竺▼」、5．0％  

上で「②～⑦」と答えた方へ主な理由は何ですか（3つ以内）  

63．9％ 

12．8％  

13．1％  

27．9％  

0，9％  

10．0％  

12．6％  

6．8％渦  

1．8％  

1．1％  

0．2％  

10．0％豊艶習  

2．7％  

2．2％  

5．1％  

19．5％  

5．1％  

賃金が低い  

残業が多い  

休日が取れない  

仕事壁が多すぎる  

希望する仕事堕がない  

仕事の内容があわない  

軋場の人間関係（上司との関係）  

職場の人間関係（同僚との関係）  

職場の人間関係（部下との関係）  

職場の人間関係（利用者との関係）   

職場の人間関係（利用者の家族との関係）  

健康上の理由  

9．6％  

6．9％  

17．2％  

′■≡ニノ7．4％  

11．0％  

9．3％  

鴇■7．4％   

0．5％  

1．0％   

0．7％  

二∵∴」15．2％  

子育て  l士3．7％  

介護  2．7％  

教育・研修制度への不満  3．9％  

その他  

無回答  ■7．4％  

18．9％  

最近退職された方の勤続期間（回答可能な方のみ）  

8．3％拓遍逼岩遜闘  3ケ月未満  ＋ 5．9％   

5．4％  

8．0％  

10．9％  

8．0％  

11．8％  

7．3％  

10．5％   

3ケ月以上6ケ月未満  

6ケ月以上1年未満  

1年以上2年未満   

2年以上3年未満   

3年以上5年未満  

5年以上   

退職者はいない  

無回答  

4．8％  

8．6％  

12．5％  

10．7％   

10．5％  

8．5％   

10．6％  

25．5％  



なぜ退職されたと思いますか（3つ以内、回答可能な方のみ）  

33．9％  賃金が低い  

残業が多い  

休日が取れない  

仕事星が多すぎる  

希望する仕事量がない  

仕事の内容があわない  

職場の人間関係（上司との関係）  

職場の人間関係（同僚との関係）  

職場の人間関係（部下との関係）  

8，8％  

7．1％  

18．2％  

2．7％   

15．9％  

20．1・％   

15．0％慰鸞義■∈窓三≒二夏薫 

3．0％  

6．5％  

5．3％  

12．9％  

7．2％  

13．8％  

16．2％  

■12．6％  

∑‘萱1．7％   

1．8％   

0．6％  

14．2％  

■■■ 5．8％   

りJ3．8％   

0．7％  

20．3％  

■ 4．8％  

1．8％  職場の人間関係（利用者との関係）  

0．7％  職場の人間関係（利用者の家族との関係）  

14．2％臣遜猛追班葦謡  健康上の理由  

5．2％  子育て   

3．3％  介護   

1．7％  教育・研修制度への不満  

その他  

5．1％  無回答  

17．0％  

どうすれば、離職率が下がると思いますか（3つ以内）  

90．0％ 

9．1％  

31．0％  

13．4％  

0．5％  

32．9％  

16．9％  

賃金を高くする   

残業を少なくする  

休日を取れるようにする   

仕事塑を減らす   

仕事宣を増やす   

退職金制度の確立   

福利厚生の充実   

8．3％  

26．1％   

10．3％  

1．3％  

24．8％  

15．8％  

8．4％遜至 職場の人間関係（上司）を良くする 遷■8．3％  

7．6％  職場の人間関係（同僚）を良くする   

1．4％  職場の人間関係（部下）を良くする   

1．4％ 職場の人間関係（利用者）を良くする   

0．5％ 職場の人間関係（利用者の家族）を良くする  

社会的地位の向上  

㌔妄8．9％  

1．5％  

1．4％  

0．9％  

≡＝＝＝＝＝＝＝二＝＝23．1％  

19．4％  

10．9％   

10．3％  

13．5％  

主毒2．8％   

27．1％  

20．6％  仕事にやりがいを持てるようにする  

9．5％  

9．8％   

3．2％   

1．7％  

子育て・介護への支援  

教育・研修制度の充実  

その他  

無回答  



遜医療行謝こ執、て  
2005年7月26日  

厚生労働省医政局長  

医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について（通知）  

医行為ではないと考えられるもの  

1．体温計による腋下および外耳道での体温測定   

2．自動血圧測定器による血圧測定  

3．動脈血酸素飽和度を測定するためのパルスオキシメータの装着（新生児以タト入院治療の必要がない場合）   

4．軽微な切り傷、かすり傷、やけど等についての専門的な判断や技術を必要としない処置（汚物で汚れたガ   

ーゼの交摸を含む）   

5．軟哲の塗布（じょくそうの措置を除く）、シップの貼付、点眼薬の点眼、一包化された内服薬の内服（舌下   

錠の使用含む）、月工門からの座薬挿入、鼻腔枯膜への薬剤噴霧（患者が入院入所して治療する必要がなく   

容態が安定している等の条件つき）   

6J爪切り・爪のヤスリがけ（爪に異常がなく、爪の周囲の皮矧こも化膿や炎症がないこと等）  

7．歯ブラシや綿棒、巻き綿子などを用いた日常的な口腔内の刷掃・清拭   

8月垢の除去  

9ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること（肌に装着したパウチの取替えを除く）  

10．自己導尿の補助のためのカテーテルの準備・体位の保持  

11．市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用いる浣腸  

28．5％   68．4％  



上で「した」と回答した方へどのような行為ですか（複数可）  

巻き爪や用水虫状！揖の  
爪を切ること   

じょく瘡の処置  

摘便  

たんの吸引  
（同意盤なし）   

点滴の抜針  

インシュリンの三主射  

経菅栄養  

45．1％ 

36．0％  

25．9％  

33．5％  

11．6％  

13．1％  

26．8％  

50．6％  

39．0％  

22．8％  

21．2％  

8．3％  

7．9％   

13．7％  

8．2％ ゴ ネブライザーによる吸入 戯 4．6％  

7．3％  導尿の処置  ゝ；エ 4．1％  

11．3％  その他  

1．5％  無回答  0．4％  

12．9％  

そのときに、何を感じましたか（槻可）  

34．7％ 

9．6％  

6．5％  

0．9％  

2．5％  

25．4％  

不安になった   

怖くなった  

二度とやりたく  
ないと思った  

退職したくなった  

今後もやりたいと思った   

これなら介護職でも  
できると思った  

特に感じなかった  

9．6％  

6．7％  

2．9％  

2．1％  

21．3％   

23．3％   18．0％  

16．1％  その他  －     10．8％  

無回答   逓㌫恕㌫適10．0％  



Q22‾5で「不安、怖い、やりたくない、 
退職したい」と回書した方へ  その場合、どうしましたか   

事務所や上司に  
報告・相談した   

先輩、同僚に  
報告・相談した   

友人、知人に  
報告・相談した  

医師、看護師に  
報告・相談した  

行政に  
報告・相談した   

何もしなかった  

42．4％  

29．7％  

3．3％  

16．5％   

1．1％  

22．0％  

16．7％  

3．8％  

23．5％  

1．5％  

25．0％  

2．3％  その他  3．3％  

2．3％…；二∃   無回答  ■3．3％  

今後、条件付きで「医療行為」の砕から外してもよいと思うもの（複数可）  

15．5％   
巻き爪や爪水虫状態の  
爪を切ること   

じょく瘡の処置  

摘便  

たんの吸引   
（同意密なし）  

15．1％   

15．4％  ・12．4％  

7．5％  

8．1％   

4．8％  

10．5％   

13．9％  

5．0％  点滴の抜針  

6．9％  インシュリンの注射  4．0％  

10．3％  

9．5％  

経菅栄蓋 6．3％  

違産額 ネブライザーによる臥鶴■6．3％  

1．4％  導尿の処置  宗、き1．6％   

1．9％  その他  1．6％  

すべて列すべきではない  29．5％  32．0％   

28．8％   無回答  



l‾■‾ 
丁   



表．A氏の「たんの吸引」に関する指導内容・指導課愚と訪問看護師の対処・関係職種連携内容  

－－－・ 【 」一・  

‾‾▼－一札－ 

。適宜、家族・介護職員  
Fへ指導・手技確認継続  

トー【  

●気管切開部周辺皮膚の状態が悪  



たん吸引等が必要な方の在宅での生活開始時の訪問看護の実際について  川村委員提出資料  

〈 A氏：70歳代、ALS発病から12年目 〉  
● 訪問看護師が、入院中より訪問し研修  

● 退院日の訪問着護は360分（6時間）  
● 退院後1か月は、遇6日訪問し、一日の平均訪問時間204分（3時間25分）  

● 退院後2か月以降は、一日の平均訪問時聞130分（2時間10分）  

●（長時間）加算の得られない訪問看護時間数は2．080分（試算収入5．200円×29回＝150．800円）  
● 退院後14週間の訪問看護ステーション書式算収入は1．034．050円  

A氏に対する訪問者護内容と訪問者護時間の変遷およぴケアプラン  

入嘩前  退院後  
状態億   状態像  1～4週目  5～7週目  8週目～      14週目  

1W   2W   3W   4W   5Vゾ ・6W   7W   8W   9W  lOW llW 12W 13W 14W   

－－－－－－－－ 

※ケアプランは、ケア内容が定型化した退院後8週以降の原則プラン  

訪問書護＋く医療保険）   



斎藤委員提出資料  

平成22年7月22日  

介リ川糀＝′引こ土′ノJたん〔川吸引‘て．宇の睾施の  

ためノ＿）rl抑1三の在り方に廿日‾ろ杵  

J′王J‡ 大．tJl‖1－ 廿  

意見書  

介護職員等によるたんの吸引等の安全な実施体制整備に向けて  

ノl・‖馴椛＝一差・に1二ろた／′し′一川りりl′■i‡ノ）′ト調甘）  

／Jリバノ刷り叶（ノ川口十んにけ」ト1峠‖‘イ．∴＋′し＝   

（i’＝侶よ人＝十1∴引粛∴，甘圧理車）  

かけ，洲i′一   

行．甘帖＝・， ト，ノ′’′ノ、し川りりい，り－‘巨鯨′）1′上り†ノ▲・’！ノトi・．．車 ■1、 ‘，（′J】fl川川一こ∴l帰帖」   

目上圧㌧二＼こり刷．いゝ、i；こトニ）11トー巨ソ 、日用「い）′ノi＿什∴・い什、I l  t lノ∴1りりい′，（ノ車  

行鮎二れ」ノ」、ノr】、‖「川■lい′ノいlこ机㍑‘仁十i－ル．）二り，： ′左′L、し｛イIj川ノ一い／）∠′ ′一こ■√′1′三‥し 、．】ニ ノ  

ー川．・1ニ．怖け卜′〉．L」巨ノ再伸廿＝町十卜∵■㌧（∴二、ト十」．′t付けト端こ′川トニ】1－一＝′r′叫イ】二∵＝l川′川二t  

I，、心・翌－′八hり‡卜   

し止′刷＝上二∴ト1」∵、以卜｛／）l．ijり・lリ．1∵－Ⅳ＝1いノ‾，しit  

1．利用者・実施者の安全を担保するための基本的な考え方について  

1）介護職員等が実施できる行為の範囲について   

● 巨．fJリ∫，′車十川・い什1一ンリ ノ∵′rl ＝川パ・′・・I川巨う仙′川∴J′「こし リー】l′・′）ご．l・，り ∫l‖一・  

l純JI－・∴一J＼′j二帖  ノ1f巨ノ，ンハー′いi■榊l叫りい上伸■／十）1■川一り‘▼蓼1」′ j ‾＝†■卜1ト∴ト＝  

廿一ノ川ilいl．11い．ナJ二二て－ト・半仙‖川ノ11＝ トリーJl！＝ い．仙／Ⅰ／川高一∴十予＝／  

′i▼＝／川一iし＝トト∴′いり＝竹′ノ1ル町†・半岬恒ハト一 半欄■ト1‖、刷一lト・り工 ∵－．ノ  

● h御跳＝∵ Ll巨1′仁二：∫）両神′†一昔＝．、I‥■－JJ＼‘′ノ‥′卜し㍉∴巨り．・‖一／川川＝‘仁’い′ト／′l・卜しいう  

L項lい∴し 二＝“一誹湖いトノ叫‖■りt▲こ二l二 し－J－‘′卜■，■ン右ノ：ゝ′∴ ご∴トトノゝ）1㌧什！明■・こ〉ノトー ∴ いIltll  

‘り川川机1り 仁■代行烏二／ノい－し－＝ †／トト由りl畑IIJ，lこ川一盲トトー ．＝㌧“・謹瞞＝ふ  

圭施‾・！  ご、〔巨′▲）、  

● 甘臣山一い′）′仁JJ（lり‾／）し、てfl、几．LfJ一■び）竹別iり一打人ホ ームく二」′；こト：，り「イ：小il州（＝／′J・う√ノ）  

ソ′）・′仁帖‖一、制，・拙桝卜  ∴l・り け・伸詳常・イ＝lト＝‖■1判り、し′11・；．．ハり ′＼ク。バ回、、  

謹岬刊凋い∵小ノ）J∴仙′l（」／川h純・し・けl一け仙．卜：・■炉∵．ト㍉1［∵＝∵、亘‖申瞞＝，11；・ニヱ‾l．，‘jご  

肺＝．j．こ1・＼′I′． 、flノl・し、   

2）実施可能な場所の範囲について   

● ノ、1ilこ伏木、川・ノー了J‥川ニトエ障′．i；：‾片鯨∴と′、，i；・二、ト刃甘利昭に．fjけノ：）l・イナ′ご－ン‘j‡柚二／Jいてけ、必■と〃‘亡  

肴溝職川榔附こ上ってけ応すべきでふり、介証印溝＝に卜る夫Jjむり主．iふ＼／）るべさでは／l㍉、。  

】   



老人保仰施設は医情法婿17：2に「医f‖是供施．没」として位捏づけられており、1畑一助  

医師が配押され、目端一生活のサービスとともに医痛サービスの捉供をけ傍する施設で  

あることから、吸引や路菅栄．捏′引こついては医師もしくは右．脾瞞＝が宰施すべきであ  

ろ。  

●  

● 丘．推1「糀＝配仰が定められていない施．i′と（グループホーム、一部の什料七人ホームノヰ）  

においては、訪川肯．灘が外付けで伸Ijで上る上うにする（匡梢漣恢作制冊頂による里  

杓でけなく 、介．准†■郎在ミ滴用の訪問行謹キ刊鼎可’l恨とすろ）・，う、日常≠〕な辿拙キ1える  

ための什組みの見直しが不可うこで．レ）る。  

2．在宅におけるたんの吸引等の安全な実施体制確保について  

1）訪問看護との連携   

● ／1三′Lに一ぃけろ／二んの肋＝l′与十安＿て、こに′仁帖一トム／二裾こけ、－‖仙（」ノ細川′・‘一三‖品仁り封1因  

州でふり、川川杵宅てり汀＝什■；凸、減廿－j・の＝‖二j二・州」∴、－∴」川・応左上、■‖ノ川l川・‖■てにレ了、  

Il■l－ノlイl（」／■亡ノトl仁一‾ノ’ッフ／うミ必要∴仁一′・二J  

● 巨‥卜t′二‘二」3′う）の1ノ）＝川川‘（丁．．ノ川り「i・‖／巨ぺノニーン1ン′′バ十．．’■川－■●‾ぐ．hり．iノ冊＝誹’七九．●■ト／ノ  

帥Ilトハ叶津川＼刷／川榊！l†ノ日11小レバあろ ＿てこての仙崎で圧′i二川・卜占／〕、、′■・；・・しく安二i二に1■．情て  

＼るよう、‖／川l川・．，嘩ステ∴一ションレノ）り一∴ノな■Jl†川刷川三′1了り早？トト：）。  

● ‖引J＝行‖佐・「i・‖佐（ハ刷1りミlこり・ユノj川勺にぃく1れ1Lノ、一■‥∴1t・jりりゝlゝ，の．胡Ⅲ行誹■と．．帰日行  

‖＝∴り 一作的．，ノ冊＝・・叶l甘二に－トニ：ノ′－i∴ あら／二な在′Lサービス什三車’についてト；・．汁卜べさご・しlリ   

；．）  

● ‖＝＝行‖／川桃川二村し－ト日用．凸◆、＼こイ＝．詐・川」‥ノ．了f」‾⊃ていて＝／川l＝■・．．町∴シーシ」ン1十  

＝州＝二‖川‖j‘されノ■l：い糾り晶：（川けぃトソう・カノし「1■－】－J．川l手  工けこに．t）イーノノ、い／、ノ ハ三ノi二：  

ニ・r J・1り■占ノ）‘ノ1：†∵1・ト1／ム／一一∴／＝）咽ヤ．i††司ilけ凍申侶‖・川Ii‡41て：）し）、‖樟津川lt、‖町紳醐  

トヘ汁仙ハlノ．し直しが必サて一ト〃：，   

2）安全な実施体制整備に係る自治体の役割   

● 川小・い∵トナぐ片肘扶況に借主′川什ていろ ＝附小畑侶It叫伸二ご小了川川手・】＝シ1■j ′、・トリ輔車  

り量小二†室川†仁湛1ン図り、悍机榊l・／1．ヰ心とした仙l－・k（ハ†甘畔・l川－て・行．．¢サー・・・・・一ビノ1－ノ）勅1！i  

√ノ）卜亡、．り川l】行．㈲瞞＝が安全上l王け′鳥を′j‡Jjr！汗／、抑l＝キ◆′小′友心し⊂「土七頼握／h伸緯■ぐ  

丁さろ仕組み存一脈†揃すろことが必●牲ぐ・．tう，ノ1  

3．介護保険施設体系の見直しについて   

●1軸■Jii一首′′付持直植′ろミl二心リイ：」加‥て晶fキト、一′左 トノ左心′′’1二′霊∴r－1i▼′い王り、甘栗＝．1日二心・既・ノ′1：  
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介護職員等によるたんの吸引等の実施のための体制整備案  

※（ ）の数字は、別添の当協議会・医療的ケア実践ハンドブックのページ  

※違法性の阻却に沿った条件整備の必要性はあるかどうか  

1 法制度のあり方  

1）医行為とは違う「（仮称）医的ケアl（狛は匪時的ケア）〝）概念を定義L、   

そのための法律として制定すろ（pl）  

2）目的・趣旨・必捌隼 （pl～：り  

：う）′実施対額者  個人か事牒所単イ、ンニか   

介護職員等の業務とt巨ず「・・・できるとい・十た現」  

1）範囲  政省、令で指定（今紛拡大でさろ．1二うに）  

5）‘実施を認める条件（′嵐晦前及び′実施校）  

（1）実施体制（実施計画書山職川り ∵＝下記2  

（少研修体；liり（実施計画書の提川）二卜記：う  

㊥基本研修 ㊥個別研修  

（や支援体制（実施計画書の提Ⅰ：11り ＝「記4  

2 実施体制（p6～8）  

1）目的・必要性〝）確認  

2）ご本人及びご家族〝）要請と承諾（説明と同意）  

3）責任及び責任者を明確にする→指示書等  

4）日常的な医師及び看護師との連携（主治医・嘱託医・訪問者誰・配置看  

護師）→指示書等  

5）実施マニュアルの整備   



3 研修制度  

1）カリキュラム（p15～）（pl～5）   

①基本方針   

◎利用者の安全と安心が担保できるカリキュラム   

◎介護職員等に過度の負担とならないこと   

◎事業所内又は地域において実施できること  

（∋具体的内容   

◎利用される当事者にとって必要な内容   

◎医学的見地から必要な内容   

◎ケア♂）現場から必要な内容   

◎法的・社会的睨点から必要な内容  

◎その他〝〕視点から必要な内容  

2）フォローアップ体制   

①利用者の状態の変化に伴うフォロー（主治医）   

②医療〝）進歩に伴うフォロー（医療機関＝教育機関）   

ゆ定期的な確認（訪問着護を含む看護師）   

④介護職眉の精神的ソニ′J・［∫－（相談支援）  

41支援体制（p9－14）  

t）緊急時の医療的バックアップ体制  

2）研修実施機関の整備（地域）  
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第Ⅰ部 医疲的ケアとは  

1 医療的ケアとは  

（1）医療釣ケアの定叢と考え方  

○医師法第17条は「医師でなければ、医業をなしてはならない」と規定して   

おり、医行為を行うことは、医師に独占されています。しかし、薬剤師や放   

射線技師、看護師などの一定の教告を受けた有資格者により一部の「医行為」   

を分担させ、医師の指示・指導・監督の下、医師以外の医療スタッフが一定   

範囲の「医行為」を行うことが認められています。  

O「医療的ケア」とは、急性期における治療行為としての「医行為」とは異な   

り、経菅栄責・吸引・摘便などの日常生活に不可欠な生活援助行為であり、   

長期にわだり継続的に必要とされるケアです。  

○そのため、インスリン注射や疫の吸引等については、以前から本人または家   

族による実施が認められていました。  

○家族による痍の吸引等が認められる要件として＼「患者の同志」があるという   

ことを前提に、「違法性の阻却」（当該行為を行うことが違法でないと判断さ   

れる）事由として、の目的の正当性、②手段の相当性、③法益衡墨（特定の   

行為による法益侵害と、その行為を行うことにより達成されることとなる法   

益とを比較した結果、相対的に後者の法益の万が重要であること）、④法益侵   

害の相対的軽微性、⑤必要性・緊急性、という5つが挙げられます。  

○ここ数年、以上と同様の理由で、在宅におけるヘルパーや特別支援学校にお   

ける教員による吸引などが一定の条件のもと認められるようになってきまし   

た。  

（2）障害者支援施設等における医療的ケアの壬要性と課題   

○障害者が自ら望む生活の鳳こおいて暮らしていく上では、必要とされる介護   

や社会参加支援、そして医療的なケアをその生活の場において適切に受ける   

ことが不可欠です。  

ー1－   



第Ⅰ部 医療的ケアとは  

○特に、重度身体障害者へのサービス提供を行ってきた、身体障害者療護施設   

や障害者支援施設（以下、障害者支援施設等）においては、医療的なケアが   

生活を送る上で不可欠である利用者をどのように受止め、支えてい＜かとい   

うことが大きな課題となっています。  

○医療的ケアについては、基本的には医師・看護師等の医療専門職による提供   

を基本とすることが法令上も求められ、また、安心・安全という観点からも   

重要であることは言うまでもありません。  

○一方で、障害者支援施設等において制度上（障害福祉サービス等指定基準及   

び、報酬告示）担保されている医療提供体制では、365日24時間の医療的   

ケアヘの対応が困難であることが現実の問題として存在しています。  

○これらの課題の解決を図るためには、障害者支援施設等の指定基準及び報酬   

面において適切な医療的ケアの提供を可能とする看護師等の配置を十分に行   

うことが考えられますし、施設・事業者としても看護師等の加配、待遇面や   

採用の工夫を含めて看護師等の確保に努めることが求められます。  

○しかしながら、現に日の前で医療的ケアを必要とし、障害者支援施設等での   

生活を続けている利用者への対応に日々迫られる状況にあっては、制度上の   

改喜＝を待つ余裕が必ずしもあるとは言えません。また、病院等の医療機関に   

おいても看護師等の確保が困難である享目の社会状況において、障害者支援   

施設等において必要な看護師等を確保することが容易ではないことも予想さ   

れます。  

○医療的ケアについては、法令で定められ、また、高度な専門的な知識と技術   

を有する医師、看護師等が提供することが大原則であること、また、障害福   

祉サービス等の基準・報酬面において医療的ケアの提供体制の更なる充実を   

求めてい＜こと等を前提としながらも、地域の医療機関や医療専門職種の確   

保の実情や施設・事業所において現に医療的ケアを必要とする利用者の状況   

を踏まえた対応も求められています。  

○そこで、①一定の医療的ケアにおける一定のプロセスに限ること、②医師の   

指示に基づくこと、③医師、看護師等の指導のもと必要な研修の実施を行う   

こと、④各種マニュアルの整備及び、医療機関等との連携を含めた安全管理   

体制を確立すること、を条件として、生活支援員等の介護職（医療専門職以  

ー2－  
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第1部 医療的ケアとは   

外）による医療的ケア実施も認められることが望まれます。   

○ただし、生活支援員等の介護職が実施する場合においては、実施可能な行為   

や個別具体的な手順等を明確に定め、可能な限り実施時の裁量（判断を要す   

る事項）を少なくし、安全に医療的ケアを提供できるように留意する必要が   

あります。   

○このような状況を踏まえながら、利用者の安心・安全を第一としながらも、   

医療的ケアについて医療専門職のみが実施することが可能とされてきた意義   

や重要性、障害者支援施設等の社会的な責任、さらには、提供することとな   

る生活支援員等の心理的な不安等に十分に配慮しながら、異休的な実施に向   

けた内容をハンドブックとしてとりまとめました。  

2 医療的ケアをめぐる歴史的経緯等  

○医師・看護師等が実施する医療的ケアの例外については、医療的ケアを必要   
とする者やその者を冒又り巻く状況等について、個別的かつ慎重に議論がなさ   

れ、以下のような分野及び経緯において、整理がなされてきました。  

医政局通知．（平成15年7月17日）  

◆在宅ALS患者に対する家族以外の者による「たんの吸引」の実施につい   

て、一定の条件の下、許容されました。  

医政局通知（平成16年10月20日）  

◆特別支援学校において教員が「たんの吸引」「経菅栄養の注入」「導尿の補   

助」の実施について、一定の条件の下、許容されました。  

医政局通知（平成17年3月24日）  

◆ALS以外の在宅療責患者・障害者に対する家族以外の者による「たんの   

眼引」の実施について、一定の条件の下、許容されました。  

医政局通知（平成17年7月26日）  

◆下記の行為は原則として医療行為ではないとされました。   

・水銀体温計・電子体温計により膝下で体温を計測すること、及び目  

式電子体温計により外耳道で体温を測定すること  
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第1部 医療的ケアとは  

自動血圧測定器により血圧を測定すること  

新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈  

血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメータを装着すること  

軽微な切り傷、擦り傷、やけど等にづいて、専門的な判断や技術を  

必要としない処置をすること（汚物で汚れたガーゼの交換を含む）  

皮膚への軟膏の塗布（裾癌の処置を除＜）、皮膚への湿布の貼付、点  

眼薬の点眼、－包化された内用薬の内服（舌下錠の使用も含む）、月工  

門からの座薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること  

爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がな＜、  

かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、そ  

の爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること  

重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、  

歯ブラシや綿棒又は巻き絹子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付  

着している汚れを取り除さ、清潔にすること  

耳垢を除去すること（二耳垢塞栓の除去を除く）  

ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること（肌に接召した  

パウチの取り替えを除＜）  

自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行  

うこと  

市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用いて浣腸すること  

（挿入部は5′）6cm以内）  

○このように、個別具体的に医師・看護師以外が実施できる医療的なケア（事   

項）について慎重な議論を経て厳格に定められてきました。しかし、以下の   

事項について、一定のプロセスにおいて、生活支援員等による実施が認めら   

れることで、医療的なケアを必要とする障害者にとって、障害者支援施設が   

生活の場の選択肢の一つとしてより重要な役割を果たすことが可能になるも   

のと思われます。  

1 痍の吸引  

2 経菅栄責  

3 自己導尿の補助  

4 疾病の看護  

5 摘便  

6 浣腸  

7 ストーマ  
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第1部 医療的ケアとは  

8－ 人工呼吸器  

9 酸素療法  

※これらの9項目については、医療的ケアを提供する障害者支援施設等の実態と意見を   

踏まえ、頻度や安全性、看護職等の不在時における対応の必要性等を総合的に勘案し   

て整理したものであり、実施している医療的ケアの全てではありません。▲その他の医   

療的ケアについては、更に慎重に議論をする必要があるものと思われます。  
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第Ⅱ部 医療的ケアを安全に実施するために  

ll    ケアを  に  す香た助に  

≪医療的ケアを実施するために≫   

○医療的ケアは、医師・看護師等の高度な専門性と技術を有する専門職種に限   

って実施が許されてきたという意義を考えれば、安易にこれら以外の者が実   

施することが認められるものではないという点を大前提として認識する必要   

があります。   

○一定の医療的なケア、かつ当該医療的ケアの一定のプロセスに限って生活支   
援員等が実施する場合においても、生命に関わる重大な行為であるという責   

任と認識を持った対応が不可欠となります。   

○また、医療的ケアを実施する生活支援員等の不安や日々の悩みについても適   

切にフォローし、医療的ケアの実施を当該職員の責任のみにおいて実施する  

（させる）声うな状況のない様に十分に配慮し、組織・体制として実施責任   

を担っていくように留意し工夫してください。異体的には、医師の指示と施   
設長・管理者の責任を明確にすることが重要です。   

○そのため、生活支援員等に医療的ケア実施させる、施設・事業所においては、   

下記の事項が、必要最低限の条件として求められます。   

1 安全管理体制等の体制整備   

2 医療的ケアに関する専門的な知識・技術に関する研修（一般研修及び、  

行為ごと・利用者ことの個別的な研修）   

3 医療鍋ケアを希望する利用者への税明と同意  

1医療的ケアを実施するための休制整備  

○生活支援員等が医療的ケアを行う施設・事業所においては、主に下記のよう   

な体制を整備する必要があります。また、各施設・事業所ことに医師等や病   

院関係者等の助言を得ることや相談を行いながら、適切な体制の整備に努め   

ることが不可欠です。  
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第Ⅱ部 医療的ケアを安全に実施するために  

（1）♯任者の投端・明確化及び施設内委鼻会の設置等   

施設内の安全管理体制の構築および推進のため、医師の関わりと責任を明  

らかにし、また、施設長・管理者が兼ねる場合を含む「医療安全管理者」を  

定め、実施責任等を明確にする必要があります。   

また、施設・事業所内での医療的ケアの安全、円滑な実施や、医師、看護   

生活支援員等の関係者の連携・協力を確実に実施するため、「施設内委員  

（医療安全委員会）を設置し、組織として取り組みを進めることが重要で   

ヽ
 
」
 
 
 
0
 
師
会
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医療安全管理者は、施設・事業所における医療的ケアの実施に関わる、体  

制整備や研修の実施、連携する医療機関との連紹・調整、施設内委員会（医  

療安全委員会）の統括、実施管理や緊急時の対応等の最終的な責任を持らま  

す。   

医療安全委員会では、安全管矧こ関する基本的考え方や安全管理めための  

指針の策定、個別・具体的なマニュアル等の検討・整備をはじめとして、施  

設・事業所内の体制整備全脹の課題や対幅について検討を行います。   

また、その検討内容と対応策等について、施設・事業所内への周知・徹底  

を図る役割を担います。  

（2）日常的な医師・看護師への相働巨連携体制   

緊急的な対応や日常的な相談を含めて、医師・看護師等との連携体制を明  

確にする必要があります。外部医療機関等との連携を行う場合には、契約を  

締結する等、体制や具体的に対幅を依頼する事項等を明文化・明確化して＜  

ださいn   

施設・事業所内においては、曜日ごと、時間帯ごとの連紹・対応方法や、  

その際の担当（責任者）等を関係職種の勤務状況等に応じて詳細に定めてお  

＜ことも適切な方法である考えられます。   

（3）医療的ケアの実施範個（項眉・プロセス）の明確化とマニュアルの策定   

当該施設・事業所において、生活支援員等が行うことのできる医療的ケア  

の項目と具体的なプロセスを明確にし、それを踏まえて個別支援計画に明記  

するとともに、個別の実施ケアことにマニュアルを策定する必要があります。   

この個別のマニュアルについても、個別支援計画等に盛り込み適切な実施  

を担保して＜ださい。   

また、痍の吸引や経菅栄萎等の項目ごとの共通的な留意事項や手順等を定  

めたもののほか、当該ケアを実施する利用者ことの実施方法の差異や注意点  

を明確にした医師等による指示書（下記参照）や個別マニュアルを策定する  
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第II部 医癖的ケアを安全に実施するために  

ことが必要です。   

さらに、これらにおいて生活支援員等が単独で実施する事項（プロセス）、  

生活支援員等が複数で実施する事項（プロセス）、看護師等とともに実施する  

事項（プロセス）等も明確にしておくことが重要です。   

このように、実施内容、実施者、実施頻度等を個呂“こ明確にしてください。   

なお、緊急時の対応（医師・看護師等との連絡方法、指示ルート、また、  

救急搬送等）についても下記等を参考しながら、また、各施設における医師  

及び看護師の勤務状況等を十分に勘案し定めた上で、明文化し、関係職員に  

周知・徹底を図って＜ださい。   

マニュアルについては、適宜、医療安全委員会で実施過程を踏まえた見直  

し等を行うことも重要です。  

a 医療的ケア実施指示書（例）  

利用者氏名 様   

生活支援員等が実施することのできる医療的ケアの項臥範囲及び実矧こあたっ  

ての留意事項  

1．≪医療釣ケアの項目≫   

（1）実施可能な範囲  

（2）実施可能時間  

（3）実施にあたっての留意事項 ※注意点、単独での実施の可否等  

（4）実施可能な職員名（研修修了者）  

2．  

平成00年○月○日  

医 師  00 00 印  
障害者支援施設00園  

施設長（管理者） 00 00   

l……岬．．．  
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第Ⅱ部 医療的ケアを安全に実施するために  

※以下では、救急対応等について定めてお＜べき事項を整理しています。役職名等につ   

いては、各施設・事業所の実情と職責等に応じて適切な責任体制を確保できるように   

読み彗えてください（≪ ≫内は、施設■事業所の役職・職責及び、業務分担当を   

踏まえあらかじめ定めておく者）。  

b 救急対応マニュアルに定めることが必要な事項（例）  

〔緊急時の対応〕  

○施設・事業所での利用者の急病や怪我等には、令職員が留意し相互に連携し協力する   

とともに、尭生した場合は、佐師の指示のもと、看護帥及び生活支援員が適切に対応   

すること。  

〔症状等の確認と対応〕  

0看護師及び生活支援貝は、直ちに連携・協力して、当該利川音の意識、顔色、呼吸、   

勲感、排他、嘔吐、部何期こついて確認を行い、l科料こ報告し指ホを仰ぐ等の迅速な   

対応せ個】ること、  

〔対応方法等〕  

（1）急病人等の症状の緊急性に応じた区分は次のとおりとするJ  

l左分「I」   意識がない場合や呼吸岡難等、症状が重篤な状態n   

区分「Ⅱj   症状がやや軽度で安定しており、有識師が処躍可能な状態。   

区分「111」  症状が軽度で安定しており、有識師の指示を受けた介護士が対処 叶能  

な状棲。   

区分「Ⅳ」  症状が峰微で本人のl司嵩も得て経過を兄守る状了乱   

（2）石油卸及は、（1）の判断其吏捌こもとづいて、以下のとおり対応するn   

の区分 ＝」の場合  

ア．有紗旺又は看護師からの指示を受けた生活支援員（夜間の場合は夜勤責任者  

又はその指示を受けた者）は、直ちにその旨を医師へ連絡し指示を受け、救急  

車等により病院へ搬送すること∴，その他、l実姉の具体的な指示があった場合は  

それに従うこと。  

イ．肴言那市は、速やかに≪あらかじめ定めておく者≫にその旨を報告し、≪あら  

かじめ定めておく者≫は、施設長・管理者等及び家族等にそれぞれ経過を含め  

所要の報告すること。   

②区分「【I」の場合  

看護師は、速やかに≪あらかじめ定めておく者≫に報告し、必要に応じて処置  

の指示を受け対応するとともに、≪あらかじめ定めておく者≫はその旨を施設  

長・管理者に報告し、必要に応じて家族に連絡すること。  
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第R部 医療的ケアを安全に実施するために   

③区分「Ⅲ」及び「Ⅳ」の場合  

生活支援員はヾ特に夜間において看護帥の指示による対応をした場合には、速   

やかにその経過等について当該者誰師及び≪あらかじめ定めておく者≫に報告   

すること。報告を受けた当該看護師は自ら症状確認し必要に応じて適切な対応を   

行うこと。  

※②・③の場合においても、対応中に容体が急変し又は異常が発生した場合等は、  

（丑に準じて対応を迅速に行うこと。  

④上記に定める対応をした看護師及び生活支援貝は、日時、場所、症状、経過等、   

その対応状況を適切に記録するものとする。  

c 緊急時の連絡・相談等の具体的な対応の流れ（例）  

（1）緊急時は、必ず応援者を呼び、複数で対応・確讃すること。また、発生状況・経   

過等を最も把辟している着から適切に情報を得ること。  

（2）緊急時は、「d 緊急時の現場での対応手似（例）」に沿って迅速に対応すること。  

（3）連絡・報告は要点を盤理し迅速に行うこと。  

（4）利用者の安全を確保し、利用者に付き添う者と、連結・対応を行う者との役割分  

担と連携を密に凶ること。  

（※必ず「利用者の側にいますj「連絡に行ってきま1「」′等、声に出し確認を行い対応  

を行う）   

な串、状況や経過等を最も把捉している者が連絡・対応を行うことが好ましいが、  

状況に応じて最も迅速かつ適切な方法で対応を行うこと。ただし、第三者を介して連  

絡する時は、事実が正確に伝わるように、伝達の方法等に十分に留意すること。  

〔連絡・相談先〕  

○同シフト勤務等の看護師、生活支援貞・  

○≪あらかじめ定めておく者≫に連絡し対応について指示を受けること。  

〔連絡・相談の方法〕  

○韓告者は、r誰が」「いつ」「どこで」「どのように」rどうした」を要点を整理   

し報告すること。  

＝・－り・◆■●■l■■■ll……●●●●■l■■M■＝－＿●●d－●●－＝＝●●◆■■●●．■－．●●，▲．一●●◆．●●●●●■●▼M，●◆■■■●■■■■●■●◆●●l●●▲M■－M・▼■  
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第山部 医療的ケアを安全に実施するために  

○報告を受けた者も「誰が」「いっ」「どこで」「どのように」rどうした」を声に   

出し再度秘認し、軸告普の冷静な対応を促すこと。  

※報告者が動転していたりする時は、ゆっくりと経過を丁寧に聴くことで相  

手が冷静な対応を図れるように促すこと。  

※お射、に反復して声をHし合うことで、掃告内容を確認すること。  

○報告を受けた者が内容を判断し、適切に≪あらかじめ定めておく者≫へ連絡す   

ご．  

〔連絡・相談後の対応〕  

0看護師は、娘則として現場へ行き、発生経過と状況（バイタル等）を確認する   

こと（．現場の状況を確認し、その場で更に応援の要請が必要か判断し、まわり   

の職員へ指示する 卜・方的な連絡にならないよう、必ず現場を確認する）。な   

お、当該者謀師は現場到着に時間がかかる場介、現場責任者を先に指名してか   

ら現亀吉に向かうこと⊂．  

0看諸帥から拍動を受けた現場お佳肴は、その旨をまわりの瞞貝へ周知し、他の   

温昌（7〕協力を得て看護師が到着するまで呪七削こおいて指ホすること〔また、ま   

わり〝）職員は現場葺任者に情報を伝達し、状況及び経過等叫巴渥を－一元化する   

こと．〕  

（5）その他の留意事項  

○現場貴イモ者が現場を離れるにあたっては、まわりの職月に断わり、対応責任の所   

■什を別確にした上で行動すること。  

0家族等への連絡・言研削こついては、カ法・必要性等について≪あらかじめ定めて   

おく者≫が状況を把握し適切に判断、対応すること（，  

○対応に時尚を要するような場合には、適宜、関係者に経過裡溝をすること。ただ   

し、利川者への対応を最優先事項として対応すること。  
j  

■■●．‖＿．●．り．－…．．‖．1■…．●■▼．1  
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第皿部 医療的ケアを安全に実施するために  

d 緊急時の現場での対応手順（例）  

★職員は生命の安全を最優先にした行動をとること   

利用者の健康状態に異常が発生した場合（急変・転倒・外傷・誤嘩・その他）は、以  

下の手順で対応すること。  

1．声を出して職員を呼び、複簸で確認する。  

2．発見時は、まずバイタルチェックを行う。   

＊視察ポイント   

①顔色・意識の状態・体混・脈拍・血托・呼吸（パルスオキンメータにて測定）嘔  

吐物の状態を観察するn   

②病状を観察、あるいはその経過を知る利用者等から確認する。  

（だれが・いつから・どこで・どこが・どのように・どうしたか）  

★意識がない、呼吸停＿lL〔SpO・2（動脈血酸素飽和度）が80％台〕、心停止、大出血、   

静燕・疾による 窒息、誤薬、異食などの貢篤な状態の場合（判断に迷った時は「1   

191する）  

（D発見者は、即応援を求め「119」にて救急ヰニの「H勅を要請する。   

＊搬送先は、緊急性を判断して最寄りの嫡院と救急隊が調坐される。  

②竃詣にて救急ヰニの要請をする場合、できればヰi■故の状況、／ミイタル、利用者の名   

前・年齢、障害の状況を連絡する。  

（き）救急立が到着するまでの対応   

【救命手順】  

・気道の確保  

・心臓マッけし欄ジ   

・川血の勘合はtl二血（直接圧迫＿11二血法・止血帯法）  

【応援・協力者の役捌】   

・酸素、アンビューバッ クを用意する（※医務室等の保管場所を明記）   

・現場に救急車の要請ができたことを報告。   

・利用者の記録等、保険証、緊急連絡先、、服用中の内服薬を準備。   

・道路に肘て救急堪の誘導（夜間はライト所持し円滑に行うこと。）   

毎）救急互勘こは≪あらかじめ定めておく者及びその人数≫が付き添う。   

⑤付き添いの職員は、その後の経過を施設に掛軋≪あらかじめ定めておく者≫の  

指示にそって行動する。   

⑥救急搬送後は、警察への事情説明を求められることがあるので、経過事実を－一  

番によく把握している者が対応する（n対応については、≪あらかじめ定めてお  
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第¶糾 医療的ケアを安全に実施するために  

く者≫が情報を一元的に把握し対応すること。  

★救急車の要請後、ご家族、≪あらかじめ定めておく者≫への連絡   

①緊急連絡の基本は、現場が混乱しないよう、発見者が≪あらかじめ定めておく者≫   

へ連絡する。連絡を受けた者が内容を判断し、適切に連絡・相談する。   

なお、連絡が取れなかった場合は、≪あらかじめ定めておく者≫に連絡をいれる。   

連絡を受けた者は、現場に行き確認する。   

②家族への連絡は、≪あらかじめ定めておく者≫が状況を把握し、適切に判断し対応  

する。  

〔意識がある場合、判断に迷い相談する場合〕  

★いつもと違う症状を発見し、相談したい場蕎、  

★慢性疾患等に上り本人からの訴えや異変があった場合  

l その日の日直の看護師へ連絡相談する。連絡が取れなり寸しば≪あらかしめ定甘）rお   

く者≫に連絡を子j‾う．   

連絡者：発生状況・継過を一番把捉できている職員が連絡・相談すろ。  

報管すべき内容：   

①顔色・意識の状値・体粒・脈拍・血圧・呼吸（パルスオヰシメ、－・－－一夕にて測定）嶋  

叶物の状態を観察する。   

②病状の観察 ※相談、搬送病院をあらかじめ定めておく等、柄状によな対応力法  

を明記≫   

③その経過を知る利用者等から惰軸収集し確認すろり  

（だれが・いつから・どこで・どこが・どのように▲どうしたか）  

2 ≪あらかじめ定ておく者≫からの指示に従う   

①●●病院へ搬送するrLう指示がでた場合  

●●病院へ連絡する（TEL：000－0000）  

連携室（000ル0000）  

利用者の筒中な基礎疾患の説明をした上で、卜記のポイントを抑えて報告する。   

②「119」に電話し、救急車の出勤を安謂する、   

③健康保険証、福祉医療費受給者純（老人保険証）、診察券、緊急連絡先、連絡費、  

服用中の内服薬を持参の上、職員1名が付き添う。   

④救急隊到着時に必ず『●●病院に連絡がついているので●●病院にお願いしま  

す』と伝える。   

⑤付き添い職員は、その後の経過を施設に報乳 L二司の指示にそって行動する。  
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第汀部 医療的ケアを安全に実施するために  

＊転倒による外傷の場合   

▲▲病院 （TEL：000－0000）や   

××病院 （TEL：000－0000）を受診することもある。  

3 救急車の要請後、ご家族、≪あらかじめ定めておく者≫への連絡   

①緊急連絡・相談の基本は、現場が混舌Lしないよう、発見者が≪あらかじめ定めてお  

く者≫に迅速に連絡・相談する∩。   

②家族への連絡は、≪あらかじめ定めておく者≫が状況を把握し、誰が連絡すべきか  

判断し対応する。   

③家族への連絡を行った職員は、そのことを≪あらかじめ定めておく者≫に報告する。  

※不測の事態が発生した場合、職員は必ず≪あらかじめ定めておく者≫に辿絡・相談す  

！ ること〇  

（4）五大事故の予防等（リスクマネジメントに関する取り組み）   

医療的ケアの実施にあたっては、重大事故にいたらないよう、日々の気づ  

きや危険に感じたこと（ヒヤリ・ハット）等を集積・分析し、事故防止（再  

発防止）に継続的に取り組む必要があります。これは、施設・事業所におけ  

る安全文化の醸成にも資するものです。   

日々の気つきや危険に感じたこと（ヒヤリ・ハット）の報告書式や報告ル  

ートを明確に定めるとともに、集められた内容については、医療安全委員会  

等での分析に基づいて、対策の立案を行い、具体的な対応策を関係職種に対  

して迅速かつ確実に周知し、徹底を図ってください。   

事故の発生予防および再発防止のための情報を収集するとともに、施設・  

事業所内における医療安全に必要な情報を適岳儲l係職種に周知・徹底してく  

ださい。また、対策実施後の成果について評価し、評価に基づいた改善策を  

検討・実施してください。   

さらに、事故発生時の対応についても、責任の所在、対応責任者や方法、  

事故によって生じる他の利用者への影響拡大を防止するための対応等を明確  

に定めておきます。  
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第Ⅱ部 医術的ケアを安全に実施するために  

2 医療的ケアに関する専門的な知識・技術に関する研修  

（一般研修及び、行為ごと－利用者ごとの個別的な研修）  

（1）研修の実施について  

○生活支援員等が医療的ケアを実施する場合には、医療的ケアに関する基礎自勺   

な知識や手順等を習得するための「一般研修」と、当該医療的ケアを実施す   

る利用者の状況や実施方法に応じた「個別研修」を行うことが必要です。   

○また、医療的ケアを実施する生活支援眉等については、施設・事業所におい   

て一定の経験年数を有する場合に限るなど、安全な実施のために最大限の配   

慮を行う必要があります。   

○研一酎こついては、当初のみでな＜、定期的かつ継続的行うことが必要です。   

知識の蓄積や手技の修練に串するよう計画的に実施して＜ださい。   

○なお、研修については、施設長・管理看等の医療安全管理者が研修の責任者   

として、体系的・計画的に実施することが重要です。  

（2）研修指導者・講師について  

○医師及び看護師等の医療専門職を基本に検討します。   

○安全管理体制等の仕組みつ＜りについては病院関係者等で必要な知識を宿す   

る万にお願いすることも考えられます。  

（3）一般研修の内容（案）  

○研修責任者は、以下の点に留意して研修を企画・実施することが考えられま   

す。  

・研修責任者は、施設・事業所における医療的ケアの安全に関わる取り組みを   

促進する観点から、研修の企画、実施、実施後の評価、更に、これらを踏ま   

えた研修内容や方法の見直しを適時行うことが必要です。   

・研修は、医療的ケアに関する知識・技術を習得することを基本としながらも、   

演習形式等の参加型研修を組み込むなど、職員の参加意識と研修効果の向上   

を図るような工夫と配慮が必要です。  
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第口部 医療的ケアを安全に実施するために  

〔研修内容の例〕 ※（）内：指導者・講師   

◆障害者支援施設における医療的ケアの重要性と意義（施設長・管理者）  

：生活支援員等が医療的ケアを実施する必要性（利用者のQOLの向上   

等）・歴史的な経緯・具体的な内容・実施体制等について・  

◆医療的ケアの基礎知識（医師）  

：利用者の障害特性や各医療的ケアの内容・意味・注意すること等につい  

て   

◆医師の指示に基づく個別的な医療的ケアの実施（看護師等）   

一般的な医療的ケアの手技（実施手順・留意点等）について必要な器冥   

等を用いて実施指導、医師の指示への適切な対幅等   

◆施設・事業所における安全管理体制・研修について（病院等関係者）  

：施設・事業所における安全管理体制のポイントや実際の構築例 ※   

◆事故発生時の説明責任と対応（弁護士等の法律専門家）※   

※当該内容については、施設・事業所の施設長・管理者及び、医療安全管理   

責任者の受講も必要。  

（4）個別研修の内容（案） ※医師・書護師等を指導者とする  

○個別研修については、一般研修を終えたことを前提とし、医療的ケアを実施   

する利用者ごとに、また、当該医療的ケアの項目（プロセス）ごとに実施す   

ることが必要です。   

○例えば、「疲の吸引」であっても、利用者ことに実施方法や留意点は異なり、   

医師及び、看護師等の適切な指導のもと、安全に実施できるように修練を行   

うことが不可欠です。  

〔研修内容の例〕※（）内：指導者・講師  

◆当該医療的ケアの意義と実施上の留意点（医師）  

◆当該利用者に対する個別的な留意事項・実施上の注意点（手技の指導含む）   

（医師、看護師）  
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第Ⅱ部 医療的ケアを安全に実施するために  

：利用者一人ひとりへの医療的ケアの留意事項、手技について注意点や実  

技指導  

◆その他、経過観察及びアフターフォローの方法や医師等への報告と相談  

：実施後のバイタルチェックや安全確認等（看護師）  

※手技については医師・看護師により定期的かつ個別にチェック（テスト）   

する等、万全を期してください。  

e 医療ケアに関する研修の実施（例）  

（施設・中二米所内研修の実施例）  

1，一般・研修   

※実施時間は最低限必要と思われる時間数です）  

研修内容・   講師   実施時間   

（1）1該施讃・事業所における医療的ケ  

アの実施にあたっての基本的考え方、安  施設辰・管理者   1時間以上   

全管理休制等について  

（2）陛咄的ケアの基礎知識   医師   ／1時間以上   

（3）その他  

（随時でけないが、外部研修等も清川し走  

期的に夫施するもの1）  

◆医師の指ホに基づく個別的な医療的ケ  看講師等   2時間以上  

アの実施  

◆施設・事業所における安全管理休御・研  病院等儒係者等   2時間以上  

修について  

◆事故発生時の説明責任と対応   弁諸士等の法律専門家   1時間以1二   

2．脚別研修  

○以下の内容を、医療的ケアを実施する生活支援貞等に個別に、かつ、実施する医療的   

ケア及び利用者ごとに随時実施する。   

※回数は最低限必要と思われる実施回数です。職員の経験年数や、実施する医療的ケ  

アの難易度等を勘案し、医師と相談の上、所要の匝I数を定める必要がありますー．  
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第u部 医療的ケアを安全に実施するた捌こ  

研修内容   回数 ノ   

①施設長・管理者による医療的ケアの実施に当たっての基本方針   1回以上   

や安全管理体制等の確認   

②医師による当該医療的ケアを実施する利用者の状況等の説明   1回以上   

・利用者の疾病、様子確認のポイント、感染症等の予防に関す．   

る留意点等   

③医師による当該医療的ケアの実施方法に関する具体的な指   l回以上   

示・レクチャー   

・当該医療的ケアの意義、、当該医療的ケアを実施する利用者に   

関する注意事項等   

④看護師による手技の反復的指導   5回以＿lニ   

・当該医療的ケアの具体的な実施に関する反復的指軋実施の   

安全が確認できるまで、反復的に指導を行う。   

⑤医師、看誰師による実施確認   】回以上   

・当該医療的ケアの実施を認めることができるか、医師、看讃   

師による確認   

※なお、その後もー定の期間を定め（概ね3ケノ＝こ1回以上）、 定用的に医師、∵看   

護師による碑認、評価等を行う。  

3 医療的ケアを希望する利用者への説明と同意  

○利用者が必要となる医療的ケアを受けながら当該施設・事業所での生活を望   

んでいる場合には、必要に応じて看護師及び生活支援員により医療的ケアが   

提供されることを十分に説明することが不可欠です。  

○特に、生活支援員が医療的ケアを実施するにあたっては、施設長・管理者が   

責任をもって、利用者（家族及び、成年後見人等）に説明を行い、文書によ   

って同意を得る必要があります。  

○その際、当該利用者に対して生活支援員力てどの行為をどの範囲で実施するの   

かについて、慣侶脂引こ説明を行うとともに、施設・事業所の安全管理体制等   

についても丁寧な説明を行う必要があります。そして何より利用者等との信   

頼関係を構築してお＜ことが重要です。  

○利用者の安心と安全を第一とし、全ての医療的ケアを生活支援員が行うので  
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第Ⅲ部 医娠的ケアを安全に実施するために  

なく一定の範囲で実施すること、また、必要な研修を＋分に受けていること  

や医師・看護師等によるフォローや緊急時等の体制が十分に整備された上で  

実施していることを伝える必要があります。また、具体的な説明に際しては、  

個別支援計画や当該利用者に対する個別的な医療的ケアの提供マニュアル等  

を示しながら、具体的に行います。これらの丁寧なプロセスを踏んだ上で、  

書面によって同意を得ることが望まれます。  

○なお、喜面による同意にあたっては、下記のような事項をあらかじめ明記し   

た書式を作成してください。   

○同意書の内容等に変化がない場合であっても概ね1年（年度）ごとに更新す   

ることが好ましいと考えられます。また、内容に変化がある場合はその都度、   

説明を行い、同憲を得ることが必要です。  
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第Ⅱ部 医療的ケアを安全に実施するために  
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f 医療的ケアの提供に関わる同意書（例）  

○当施設は医師・看護師が勤務し医療的ケアの捏供にあた？ておりますが、あくまでも   

生活の場であり病院ではございませんので、ご利用者様の希望にもとづき生活の質を   

保障する観点から、’以下の医療的ケアにつきましては、医師・看護師だけでなく必要   
な研修を受けた生活支援員が実施することがございますことをご了承下さい。  

□ 疾の吸引（口腔・鼻腔・気管カニューレ）  

ロ 経菅栄養（鼻腔・胃癌・腸療）  

□ 自己導尿の補助  

□ 痔痛の看護（座薬挿入・混布貼用 ・軟密塗布）  

□ 摘便  

□ 浣腸  

ロ ストゝ一一－－マ  

ロ 人工呼吸器  

□ 酸素療法  

口 その他（  

○上記の医嫉的ク‾アの時間才捌こよる提供者及び、提供する範幽は、ご本人の状況に．ちわ   

せて医師の指示・助言の上で作成した別添の個別マニュアルに沿って、ご本人の安心   

と安全を第一に提供いたします。  

○なお、本同意書パ、利用者のご希望や医嫉的ケアの必要牲に応じて、臨時見止しと適切   

な説明を行います。  

平成00年○月OR  

障害者支援施儲000同  

施設昆（管理者）00 00  印  

〈利用者同意〉  

平成 ●年 ●月 ●日  

上記の医療的ケアについての具体的な説明を受け、その実施に同意します。  

利用者氏名：  

（保護者（成年後見人）氏名‥  印）；  

…．…．．－．．＿…．．，．＿＿－．．．．い‖日用。．＿…．．l  
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第m部 医嘘的ケア実施マニ・ユアル  

第＝辞医療的ケア菓施マニュアル  

○生活支援員等が実施する医療的なケアについて、各医療的ケアの概略と標準的な手順、実  

施を検討すべき範囲について整理しています。また、これらを実施する場合には全て医師  

の指示に基づいて、看護師等のサポートを適宜受けながら実施することを前提としていま  

す二包括的かつ無制限に実施できない点に十分に留意してください。   

1 痍の吸引  

2 綻琶栄責  

3 自己導尿の補助  

4 疫病の吉謹  

5 摘便  

6 さ完腸  

7 ストーマ  

8 人工呼吸器  

9 酸素療法   

○以降のマニュアルは、あくまで標準的なプロセス及び範囲等を示したものです。医療的ケ  

アを実施する利用者の状矧こあわせて、生活支援員等が実施できる範囲等は、医師との相  

談の上、個別に定めて実施すべきことは、先に述べたとおりです。個別的な実施方法等に  

ついては、一般石刑多及び個別研修で十分に理解し実施にあたっても個別の実施手順書等  

にもとづいて実施してください。  

※以下の手順は、今後更に医師、看護師等の意見・確認を踏まえ、精査してい＜こととして  

います。  
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第Ⅲ部 医療的ケア実施マニュアル  

1 痍の吸引  

○空気を体内に取りこみ、排出することが呼吸（換気）です。鼻やロから吸いこんだ空気は空気の通り   

道である気道を通って肺に入り、再び気道を通って体外に出ていきます。しかし、呼吸器系疾患や神   

経系難病等により、気道内に疲などの分泌物が増加し自力で出すことが困難であると、気道が疾（気   

道内分泌物）でふさがり、狭くなって換気がホ十分になります。そのような時は、痍を速やかに除去   

し気道の晴浄・を図らなくてはなりません。   

○吸引は、吸引器につないだカテーテルを口や鼻腔に押し入れて嘩を吸い出すこと一紙気管を切開し   

ている場合には、気管卯開口から挿入して直接気管内分泌物を吸引します。吸引カテ」テルは硬い材   
質でつくられているので、気管に直接吸引カテーテルを挿入する場合に軋利用者の気管の粘膜を傷   

つけないよう注意が必要です。これは、カテーテルを押入する長さを気管カニューレ内に限れば予防   

できます。また、吸引時間が長くなると肺の中の空気が少なくなって苦しくなったり、肺細胞の損傷   

を起こしたりするため、決められている時間 卜・般には10秒程度）を守る必要がありまう㌔  
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第11摘β 医療的ケア実施マニ、ユアル  

2 経菅栄養  

○栄養摂取の過程で嘆下機能等に支障のある場合、例えば、加齢によりむせを防ぐ反射速度が低卜したり、   

脳血管疾患によりむせを防ぐ神経をつかさどる脳の部位に損傷を受けたり、進行ド嫉鹿により飲申込み   

動作の運動神経が麻痺した場合には、むせを起こす部位や障害の部位を通過しなくてすむよう管を通し   

て、栄養分を体内に送る必要があります。それが胃療・腸療・鼻腔栄養という方法です。   

○胃癌は、手術によって腹部に穴をあけ、直接剛こ栄養分を送る管を通し、留置しておくものです。比較   

的短い管と、抜去を防ぐための胃内の固定板、体内への入りこみを防ぐ体外固定板という横道です。こ   

の管に、注人器を接続して、栄養分を流し込む仕組みです，機具の抜去や皮膚のトラブルに注意が必要   

です。また、注入速度は姿勢や高さによって変化するので、注人中は身体を動かさないようにし、しば   

らくは上半身を起こしておきま1㌔注入が述すぎると、嘔吐や腹痛、下痢が出現する危険があります。   

○腸療は、食物の岨嶋・飲み込みの陣容や長期的な管の留健の必要性がある上に、胃の働きが弱かったり、   

食道への逆流があるため円座の使用が困難であったりする教合に使用します、，脇墟は、肖療に似た構造   

であり、手術を要します，違いは管の先端が腸内にあることです。胃墟と同様、機具の抜玄ぺつ皮膚のト   

ラブル、栄養剤注入後の身棒状態について留意する必要かあります。   

○舟腔栄養頼、短期間の管の留掛や、肖痩・順梗の手術が則雄な場合に使用します。手術はせず、鼻腔か   

ら、咽郵－→食道十牒という消化管に管を通して、舟にテー■プで同定し、管を油じて胃内に栄港を送るも   

のです。この場合、管の抜まに注意が必要です」また、外見L一点適切に挿入されているようでtし、食道   
の逆流現射こより管が掛′）あたりで丸まっていることかあろので、L」の中を見て確認する必要がありま   

す。また、管の先端が気管に入った場合、肺に注入物が入り、生命の危険があります。注入の際には、   

必ず聴診2迂で管の免喘が鞘付こあるかを確認する必要が「を）ります。  
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第Ⅲ部 医娠的ケア実施マニュアル  

3 自己導尿の補助  

○排尿経路に障宥が起こると、尿を体外に排泄できなくなりまづ㌔原因としては、前立月別巴大、憩性腫瘍   

による尿道狭窄などや、神経障奮による挑尿困難などがありますもその場合、一定の間隔で膀胱にカテ   

ーテルを挿入してたまっている尿を排出させる「導尿」を行います。   

○また、排尿を持続的に促すために膀脱力テーテルを留置し、あるいは手術によっで腎痩（尿管の断面を   

皮膚につないだ新たな排尿口）や人工膀胱（腸粘膜を代用した膀胱）、膀胱糠（膀胱と皮膚をつないだ   

新たな排尿U）を造改し採尿矧こ尿をため処辞する方法があります。  
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第m部 医嫉的ケア実施マニュアル  

4 療病の看護  

O「痺痛」とは、「痛み」をあらわす医学用誇の一つであり、「痛み」とは、組織の損傷を引き起こす、あ   

るいは損傷を引き起こす可能性のある時に生じる「不快な感覚」や「不快な情動体験J、あるいはその   

ような損傷を表現する椚語で表される「ン村央な感覚」や「中けとな拾物を伴う体験」であり、常に主観的   

なものでう㌔   

○痛みは4～6週間以内持続する急性痔痛と4～6週間以上持続する慢性痺痛に分類されます。痛みとい   

う感覚は現在では危険を知らせるシグナルとして有用と考えられていますが、これは急性痺痛のみで有   

効な考え方で、慢性蜂痛では痛みの原因と考えられる危険が全く存在しないことも多々あり、痛みがそ   

れ自身で疾幽として捉えられ、痛みを感じなくすることが治療となることもあります。「瞞み」を『身   

体的苦痛』『精神的苦痛』『社会的苦揃』『盤的苦痛』から成る「全人的痛みJ（トータルペイン）として   

多角的に捉え対処を行う必要があります。捧痛の石諸にあたっては痛みのアセスメントを行うことが蛋   

要となってきます‘   

0アセスメントでけ、どこが痛いか（部位）、どんな痛みか（質）、どのくらい痛いか（程度）、いつ痛みが   

強くなるか（タイミング）、何に因っているか（影響）、何が縮みを修飾しているか（緩和／／増悪因子）   

というポイントに留意しノます。  
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5 摘便  

○排便は、生命経緯のために必要不可欠な生理的機能であり、基本的な欲求です。何らかの原因によって   

便が大腸内にたまってしまい、排便回数や丑が減り、排泄が難しくなった状態を便秘といいます。   

○便秘が長期にわたってしまうと食欲不振・不安などの全身的症状や、吐き気・嘔吐・腹部膨淑惑・腹痛   

などの消イ出芽症状が起こり、利用者は苦痛に陥りまう㌔便秘はできるだけ早期に対処する必要がありま   

す。著しい便秘になってしまった時には、浣腸1摘便を行います。．   

0便が硬く肛門の出∪付近で詰まり、自力での排便が困難な場合や、りきむことが身体的な負担となる場   

合、また意識低下や麻痺のため自力での排便が困難な陽合に、手指を肛門内に挿入し、便をかき出す行   

為を摘便といいます。  

－26・  
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第Ⅲ部 医療的ケア実施マニュアル  

6 さ完腸  

○浣腸とは、便やガスの排泄を促進させることを主な目的として、肛門から腸内に液体を注入することを   

いいます。器具にはディスポーザブル浣腸（使い捨てのプラスチック容岩引こあらかじめ調合された薬剤   

の入ったタイプ）やシリンジ浣腸（ピストン式のガラスの管の中の薬剤をシリンダーを押し込む圧力で   

注入するタイプり等がありますが、現在一・般的なものはディスポーザブル浣腸です．，   

○ディスポーザブル浣腸はほとんどがグリセリン浣腸です。グリセリンは油脂を構成する成分の1つであ   

り、人体に対して毒性が低いことも浣腸液として適しています。水とよく脱ぎる特惟を持ち、グリセリ   

ンを腸内へ注入すると、浸透圧によって大腸を刺激し鯖動過勤（便を肛門方向？押し出そうとする順の   

運動）を促進させるとともに、便を柔らかくしますー，また、潤滑油の役割を果たし便の滑りをよくし排   

‖しやすくします。グリセリン原液は刺激が強すぎるため、30％～5（〕％の薬剤が使用されます。グリセ  

リン浣腸では、腸内に傷のある場合、グリセリンが血液L招こ流入し、溶血や憫／ド全を起こす危険性が高   

く、また排泄物が進入することにより腹膜炎を起こす可能牲があります。そのため、浣月妙寺には不適切   

な体位（立付）をとったり、深く挿入して腸韓を傷つけたりしないように注意する必要があります。  
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7 ストーマ  

○消化管は、摂取した食物から栄養分を吸収し、成建物を便として排泄します。消化管に通過障害が起こ   

ると、便を体外に排泄することができなくなります。原因としては、感性腫瘍などがありまう㌔   

○人工肛門は、手術により造設され、体内から（腹部の皮牌から〉腸の断面を出し肛門の代わりとする排   

泄ロです，人工肛門には、括約筋の機能はありません。そのため、ガスや排泄物を受け取るためのスト   

マ装具を皮膚に装削■る必要があります。しかし、装具や消化液は、皮膚障害を起こす原因となります。   

そのため、皮膚保碓剤、専用リムーバー などの医痕用具や、専門的なケアが必要になります。  

－28－  
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第Ⅲ部 医療的ケア実施マニュアル  

8 人工呼吸器  

○呼唆は空気をノ佃こ吸い込み、空気Lいの酸素を体内に取り込み、二酸化炭素など不要な物賀を体外に排出   

することです。酸素の取り込みは、まず空気を肺の中に吸い込み、吐き出すという換気が必要です。換   

気の障害は、胸や腹部の運動に障奮が起こると生じてきまう㌔例えば、筋事綺性側索硬化症（ALS）   

は胸や腹部の運動に障賓が起こり、呼吸に問題が生じまう㌔改善には、空気に圧力をかけて肺に送り、   

圧力を抜いて肺にある空気を排出します。この換気を補う機器が人工呼吸器です。   

○人工呼吸器は、空気に拝三力をかけて肺に送り込み、肺の中の空気を体外に出す装置です。人工呼吸療法   

には気管を切開してチューブを挿入して行う侵嚢的人工呼吸療法と鼻マスクなどを用いる非侵壁的人   

工呼吸療法があり、使用する人工呼吸器は異なりま九人は脳に3分間酸素が送られないと障害が出る   

といわれています。人工呼吸器が空気を肺に送らなくなると生命の危機にさらされます。   

○人工呼吸器持直援生命に関わる器具であるため、取扱いには細心の注意が必要です。緊急用にアンビュ   

ーバッグを常に備えておく必要があります。  

実施手順   

【点検】   1．コンセントの†確認をしますり  

2．呼吸回路の確認をします。  

・接続部分が外れていないか槻しま勺㌔  

・回路に問罪や旭曲がないか確認しまう1，  

・圧ラインチューブは十本休気管チューブより上佃こなるようにセットします。  

・フレックスチューブ等の汚れがないか確認しま－〕㌔  

3．加滑加湿器の動作碓認をします。  

・加配署内の水分量の確認をします。補元時托精製水を使用します。  

・加温加湿静／端U要設定を確認するとともに、チャンバーに触れて高温になっていな  

いか砕話します。  

4．呼吸回路内の水抜きをしまう㌔  

・圧ラインチューブに水滴等がついた場合、一且外しチューブを振るなどして除去し  

真すr，  

・回路内の水滴がウニj－一夕ートラップに流れるように、その位世が最も供部にセット  

されているか碓認します。  

・呼吸回路内の水滴をウオータートラップに集める際に、気管切開部分に水締が逆流  

しないように、一月＿回路を外す等の細心の注意を払います。  

5．呼気弁付近の水抜きをします，  

6．換気動作を目視確認します。  

7．換気設定条件の確認をしまづ㌔   

【7ラーム対f㌫】   1．消音スイッチを押しまう㌔  

2．アラームメッセージを確認します。  

3．対応表等（別表）により原因を確認し、対処します。  

4．アラーム表示が舶湖上・ リセットスイッチを押します。  

5．アラーム表示が解消されない場合  

→・アラーム対応表に記赦されていないエラーの時は、業者に連絡します。  

・人工呼吸器が停止している問は、SP02値を計測しながら、利用者の状態によ  

りアンビューバッグで対応します。  

⇒利用者に異常があれば、救急車を要請します。   

〔遡塵⊥ 恕£りJ巧境界対応アラ十上虎」閑鯉睦聾者にしてく埠弘L  

－29・   



第Ⅲ郡 医療的ケア実施マニュアル  

9 酸素療法  

○酸素療法とは、種々な原因による無酸素症・低酸索症の予防または治療の目的で、高波度の酸素を吸入   

させることです。酸素療法を行うことで、低酸素症の改善または予防、呼吸仕事量の減少、一山臓の仕事   

負担過の軽汲．肺血管床の拡張による肺高血圧症・右心不全の予防改善などの効果が期待されます。酸  

．索供給には、酸素渡縮器や酸素をつめたボンベ等を使います。   

○酸素濃絡誰は、空気中の酸素と窒素を分離させて汲度の高い酸索を作り出し、供給する装置です云   

○酸素ボンベは、屋外にて使用しますこ酸素ボンベに呼吸同調磯を取り付けることで息を吸っている時に   

だけ酸素を供給することになります。   

○酸素療法器具の取扱いについては、加湿器等により給帰すること、器具は滅菌・消毒したものを使用し   

感染予防をすること、酸素療法を行っている所では火気を近づけないこと等に注意が必要です。  

実施手順   

【酸素ボンベ】  l．酸素ボンベに減圧界付き流農計、カ11将器を接続します。  

2．流造計に鼻腔カニューレ（マスク）を接続します，  

：j．利川者の鼻（または口）に装着し、絆創憤などで固定しますこ  

4．指示された酸素琉歌を流しまう㌔   

【酸素浪締器】  1．電源を入れまづ㌔  

2．如腔カニューレ（マスク）を接続します。  

3．利用者の舟（またはU）に装着し、絆創暦などで固定します。  

4、指示された酸素流恩を流しま1‾。   
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人工呼吸器点検記録表  利用者名；  

点検日時  月  日  月  日  月  日  月  日  月  日  月  日  

点検内容  

①コンセントの確認  本体  口処置 □点検   □処置 □点検   ロ処置 □点検   □処置 □点検   □処置 □点検   □処置 口点検   □処置 □点検  

加湿加温器  □処置 口点検   口処置 □点検   ロ処置 □点検   ロ処置 □点検   □処置 □点検   □処置 □点検   口処置 □点検   

②呼吸回路・加温加湿革  

呼吸回路の確認  口  こ  □  口  ［コ  ⊂】  ［コ  

・接続部のゆるみ  ロ  □  口  口  □  口  ［コ  

・チューブの汚れ  ロ  口  □  □  □  口  □  

・チューブの亀裂   □  □  口  ロ  口  口  ロ  

ウオータートラップ   ［］  ロ  □  ロ  ［コ  ［コ  口   

加温加湿器の  ロ  口  □  ロ  □  ［コ  ロ  

動作確認   チャンパーの水量   ロ  ＝  口  □  ⊂】  ［コ  □  

□  ⊂  □  □  ロ  口  ロ   
チャンパーの破損・温  

呼吸回路の水抜き  水捨て 回路内の 
⊂】  ［］  □  ［コ  □  口  ［コ   

呼気弁   □処置 □点検   ロ処置 コ点検   ロ処置 □点検   □処置 口点検   □処置 口点検   □処置 口点検   口処置 □点検  
…気弁付近の水抜                                呼気弁チューブ   

ロ  ［コ  □  □  ［コ  ［コ  □   

③換気動作の確認   

Pawメーター・ALARMSランプ目視確認  ［コ  ＝  □  □  ［］  口  ［］   

変更の有無   □有  口無   口有  口無   ロ有  口無   □有  口無   □有  □無   口有  □無  口有  口無  

トリガー設定  
PEEP／CPAP  

プレッシャーサポート  

呼吸回数  
吸気時間  

設定確認                                                                                                                                                                                                 量 制 御  

低圧警報  
せ圧警報  
悪 童 ノノIし  

［］ん′CMV ロS王MV   コA／CMV ロSIMV   ⊂IA／CMV コSIMV   ［コA／CMV ⊂】SIMV   □A／′CMV［］SIMV   ［コA／CMV［コSIMV   ⊂】ん′CMV【コSIMV  
MODE  口自発呼吸  □自発呼吸  ロ自発呼吸  □自発呼吸  ロ自発呼吸  口自発呼吸  ロ自発呼吸  

／くッテリーランプ   □経 口要点検   □緑 口要点検   ロ緑 口要点検   □経 口要点検   □緑 □要点検   □経 口要点検   □緑 □要点検   

口  ロ  ロ  □  ロ  口  ロ   
呼気弁キャリブレーションの実施（回路交換                       フィルタ 

ーの点検   □交換 口点検   ロ交換 口点検   ロ交換 □点検   口交換 □点検   □交換 □点検   口交換 □点検   ロ交換 □点検   

点検実施者  確認者：実施者  

通常点検；一日2回朝引継ぎ後夕方引継ぎ後 夜勤日直と医務日直で複数確認 呼吸回路の交換時；通常点検に加え交換後に複数点検  



人工呼吸器アラーム対応表   

アラームメッセージ   
原 因   対 処 法   

低圧警報  
・呼吸回路、気切部チューブからのエア漏  ・利用者の状態を確認する  

LOWPRESSURE  
れ   ・呼吸回路等の接続部分の確認  
暮設定があっているかを確認   ・エア⊥チューブの亀裂や破損がないか点検   

・利用者の状琴確認、気道内に痍が溜まっていないか吸引等  
・気道内に療等が詰まっている  で閉塞を取り除く  

高圧警報  ・回路の閉塞、ねじれ   ・回路に閉塞や負担がかかっていないか点検   
HIGH PRESSURE   ・呼気弁がタオル等でふさがっている   ・呼吸チューブ等に水が溜まっていないか点検し、チューブ内  

ー設定があっているかを確認   の水を指でたたくか、振ってウオータートラップへ水を落とす。  

その際、必ず気切チューブから呼吸器をはずして行う。   

気道内圧チューブ外れ警報  
CHECK PROX LiNE 

・気道内圧チューブの外れや折れ曲がり  ・機器から利用者までの回路の点検   

低分時換気量りべックアップ換気警報  ー自発呼吸の減少、気道抵抗の減少   ・利用者の状態を確認する   

LOW VI（BUV）  ・自発呼吸の減少やバイタルに異常がある場合は救急車要請   

高分時換気警報   ・自発呼吸の増加、気道抵抗の上昇   ・利用者の状態を確認する   

川GH Vl   ・呼吸回路、挿管チューブからのエア漏れ  ・呼吸回路等の接続部分の確認  

低ベースライン圧警報   ・呼吸回路、挿管チューブからのエア漏れ  ・呼吸回路等の接続を確認   
LO〉〉 Pbase   ・呼吸回路への水の貯留   ・呼吸回路内水分の除去（ウオータートラップヘおとす）   

近置気道内圧ラインチェック警報   
・近置気道内圧チューブに水滴が侵入  
・近置気道内チューブの外れ  

】近置インラインフィルターの交換   

CHECK PROX L王NE  
ー近置インラインフィルターの外れ  

・再接続   

無呼吸警報   
・30秒以上の無呼吸、無換気   

・利用者の状態確認   

APNEA  ・設定条件の確認（トリガー設定等）   

空バッテリー警報  
・内蔵バッテリー残量か5％未満   

BATTER＼′EMPTY  ・直ちに外部電源を確保   

低バッテリ→警報  
・内蔵バッテリー残量が209も未満   

BatterYLovv  
・外部電源への接続、内蔵バッテリーの充電   

・電源コードの外れ   
外部電源途絶警報  

一再接続  

Noextpower  
・外部電源の不具合   ・内蔵バッテリーヘの切り替わりはビープ音が3回、間欠的に  
t停電などにより電源供給の遮断   鳴る   

電源途絶警報   ・電源を切った   ・消音、リセットボタンを押す   
メッセージなし   tコードが外れた、内蔵バッテリー不良  ・再接続、内蔵バッテリーの充電   

上記以外のメッセージが表示された場合は、●●会社（TEL：××××－××××）に連絡し、表示内容を報告し対応方法を確認する。  



水抜き・補給点検記録表  水抜き・補給点検記録表  

ウオータートラップ  チャンパー   

日  時 間  ．担当者  時 間  撞当者  

ウオータートラップ  チャンパー   

日   時 間  担当者  時 間  担当者  





さくら会友の会  

・医療的に。またその人や個別性を熟知しているNSが教える  
・先進ヘルパーに2～3回  

一利用者（ALS）に10回ほど。NSかDr．に教えてもらいたい  
・医師と看護師でやってほしい。  
・家族と先輩スタッフと訪問看誠  

・家族同席で専門職からそれぞれ20～30分3回。  

10、医療的ケア研修の在り方と実際：利用者ごとの個別の医療的ケアの実地研修に、どれくらいの費用と期間をかけてい  
ますか？  

CIL  

・研修理用は20万円程度、期間は1カ月程度  

・研修は大体1ケ月程度で12．000～20．000円程度（？）  

・最大でヘルパーl人あたり、3日間で約4万円  

・典用は、介助者に研修時給（900円／h、期間は1～2週間）  

・熟練したヘルパーからの指導時間として、概ね－ケ月程度。と医師・看護師の指導3時間程度。路用としては熟練した  

ヘルパーに対する時間相当の時給l，実習を受けた側当人分の時給  

・研修の時給1．000円×3l－×3～5回で、9．000円～15．000円は最低掛かります。  

・班用は全て事業所持ち出し、期間はヘルパーによって違う  

・現場の指導時間数に差かある為、一概には言えないか、指草する槻貢とケアスタッフの拘束時間を支給  

・覚えるまでで、ヘルパーの研修班のみて請求はてきま世んt、  

さくら会友の会  

■1か月くらいは2人体制て、ヘルパーの研修中も給与を支払っている。10万かかる〕  
・さくら会の研修班のみ，学校での指導は3時間  
・看護師とコーディネーター、外部講師の場合は寸志  
・長期間、多額にかかる  
・5万円程度．，1か月くらい  

■4～5万円 半月程度  
・28時間（1か月）42000円くらい  

・最低でも5日程度  

・利用者によって違うのて2（3回石による許可か出る場合と数カ月かかる場合があり、個人差がある。  
・路用は20万円かかる．．期間は1か月以上、．  
・5～10万円 期間としては1カ月以上．．  
・現場で12時間．．  
・3～4回（一回9時間）その期間の給与は8万～9万。  

・研修期間は5日から10日 給与は4～5万円‖  

11、医療的ケア研修の在り方と実際：ヘルパーに医療的ケアを教える人はどなたですか？また、謝礼はどうしていま すか？  
CIL  

・訪問看護師に業務中に教えてもらっている（．  
・訪問看護師・コーディネーター・本人■家族等り特に謝礼はない。  
・訪看・家族・コーディネーター．，謝礼なし‖  
・教えるのは利用者、家族、訪看、医師など。謝礼はなしf，  
・医師・看護師 謝礼金を支払ったことはありません＝  

・利用者が指導する。経験者（介助者）も数える。利用者への謝礼はなし。介助者へは時給にて支払う。  
つ－ディネーターが無料で教えて、訪問看護師は訪問看証中に指導する。  

・本人、コーディネーター、医師、看言隻師。医師や看技師の場合は、入院時や往診時に行うため謝礼は支払っていない。  

・現場での訪問者誠師さん・訪問医／ボランティアでやっていただいている状況です。  
・基本的には利用者本人、もしくは、本人と医師等が指導  

‾ ‾ 「   



さくら会友の会   

・一緒に入る右誠STとALS協会のイ：i誠師に1回1万円くらい。  

・さくら会の研修賞のみ。ほとんどが家族か指虻－しているので謝礼はゼロ。  

・訪問着講師に謝礼はしていない。  
・常勤者が教える。  

・NSと介護福祉士が敢えている 

・先払ヘルハーが教える。謝礼はない。給与のうち。  

・ケアの時間内で看誠師さんに畑んている、謝礼はしていない  

・訪問着誠蘭と主治医専門病院による指幻㌧謝礼はしていない  

・謝礼なし．医瞭附から教わる。  

・訪問着誠師から教わっている 

－ベテランヘルパー、NS．謝礼なし 

・看誠師。管J聖者が放えている。  

・家族、先1■．スタッフ、看誠師の謝礼はしない 

■新人ヘルハーは1時間千円て一‡i某所かn担しぐいる〔パり用者さんがよいというまて∴本人が不安かなくなるよで  

★ 新人ヘルパーに介護を教える際、ベテランヘルパーが同行していますが、ヘルパーの給与は介誠事業所の括ら出しに  
なってい東す。  

★ 多くの小景所で吸引等は訪問の医瞭職が教えていますが、ボランティアで指導しています。   



日本訪問看護振興財団・全国訪  

問看護事業協会からの意見書  

2010年7月22日  

介護職員等〃）たん吸引等の実施のた紆）の制度〝）在り方に関する検討会  

座 長 大島 伸一 様  

‖川－1法人＝本．子ノj問石誰振興出川 理・軒に 清水嘉∴ト′一  

f＝†lは人十車l．洲判石誰車業帆ノミ ごこ に 良汀！ 桝  

「介護職員の医療行為に関する法制度措置」に関する検討について  

・ド」一類圧障＝牧レ）短縮に川1え、2（）25イHこは後期高齢渚－ノ叫■川川二上り、医楯ニーー  

イ・ノ）高しイl‡七糠養者〔川・酎肛が払込上れていろ －ノノ、百．㈲峨＝直配帯等の医療提  

†圧休講軋小l∵けて1ま左∴∴ 二れ「Jノ）／I三七噴養育小′友李・′友心／工／1三七′l三情を送ろ二  

l了ができノニ）上めには、百護職巨しり「縄職員〃）連携けぃーr木 丁－レ，ろ上考え∴吏す  

／「護職＝に1二ろた／し（川吸引等に／）いては、封）lり牛3仁l特別轟誰老人ホ－一  

ムにJj（け）斤誰職員．り「．㈲俄針ノ）連携に上て）ケーハノイl三りノバニ閏十ろ棉討‡モー に  

二＝し、て、†1－．㈲峨ト〃掛隠ノノ卜亡介一肘掛鉦甘耳鯨十ろト′′・ハ範卜州一た、日曜内（州  

坤ハ「Ilrf】二 丁）√ノ）ノリレ州吸リlセ、－1リノ′ノ・‾）にLノ1緑管′ネさ一挺 （宣養ナ∴L－一一ゾ等叫妾  

続・注入川川Jをl坑ミく）し二寸ろ二l′，・′卜適、11て－′（），て）l三Lノ川豆り 上し二．畑がHされたとニ  

●．＿ I-. 

・方、作宅において、介護職員がたん山l吸引等を子J二／〔′‾）場rナ、単独で訪問し  

′長施するため、特別養護老人ホーームヒり、勘二伸甘酢ノ）′友下作の確保が不可欠  

であり、訪問者護と〟、）連携は必須と考えたす   

看護職貝と介護職員が連携して圧し、リ）専門性を発挿し、医療ニーズの高い在  

宅療養者〟）安全・安心な在宅生活を支え〔ノれろLうに、卜記リ）通り意見を申し  

トニげます   



記   

たんの吸引や経管栄養は医療・看護の一部ですが、看護職員と介護職員が連携して  

チームを組み、24時間実施できるケア体制を整備する方向で検討すべきです。  

1．看護職員と介護職員の連携によるたんの吸引等の実施体制について   

在宅では、施設内と異なり、介護職員が単独で個人の家庭という私的空間（密室）  

セたんの吸引等を実施することになります。そのため、利用者の安全性を最優先し、  

即時の緊急対応ができること、介護職員の不安・負担の軽減が図られることが必須で  

あり、そのために最低限以下の要件が必要と考えます。  

（1）教育体制の構築  

（特に‘実地研修の充実を図り、一人で安全に実施できる技術の担保がされること）  

（2）看護師の指導のもとでのたんの唄引等の′実施  

（3）有識職員と介護職員の密な連携のもとに一体的なケアの提供体制の構築  

（4）事故が起きた場合の責任の所在〝〕検討  

モた、上．iLリノことを実施可能にナろ則本案として、次の上うなことが考えられたす。  

（1）．iノ川り肴護ステーションに介．姐暇員を配帯する。  

（2）訪問介護事業所に看護職員を配置する。  

（3）訪情1肴護ステーションと．清閑介護事業所が楳潤する。   

地域に上／ノて訪問者諸事＝某所が不十分な場合は、在宅ケアの密宅化をl妨ぎ、安全な  

lウ三療の提†隼生確保するために、個別ケアプランとケアfイ珊」を、保健所や自治体がイ村境  

する仕組みか考えられ左す。  

2．行為の範囲について  

1）たんの吸引について   

たんのl吸り＝こついては、随時適切な処置が必要でありト′仁和こ直結する行為でナ。  

しかし、存護師が全面的に行なうことは困難であり、介護職畏とチームを組んで′実施  

することが現実的であると考えます。なお、鼻腔内、気管カニューレ内部のたん〃吸  

引は、l二川魯ノ弓（川吸引と比／ミ、はるかにリスクが高いことから介護職員に対し、十分な  

研修・教育が必要ですっ  

2）経菅栄養食の注入について   

経管栄養食の注入（胃ろう、腸ろう、経鼻）については、計画的定時的な行為であ  

るため、看護職員による実施が可能であり、そのための制度の整備が急務です。介護  

職員の協力を得る場合は、特別養護老人ホームでの介護職員による経菅栄養食の注入  

の取り扱いに準じ、胃ろうや腹部の状態確認、チューブの位置の確認等は、看護職員  

が実施することが必要です。 

また、上記1）2）は、安定した状態の在宅療養者であることが前提であり、急性  

期、あるいはターミナル期については介護職員の行為の対象とはできません。  

以上  

‾T∵「’   




